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論　
　
　

説実
証
政
治
分
析
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
合
理
的
選
択
制
度
論

─
─
「
大
阪
都
構
想
」
を
め
ぐ
る
政
治　

二
〇
一
〇
─
一
五
年
─
─

北　
　

村　
　
　
　
　

亘

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
世
界
的
に
注
目
さ
れ
て
い
る
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
（Populism

）」
の
実
証
的
な
政
治
分
析
へ
の
適
用
可
能
性
を
、

既
存
の
「
合
理
的
選
択
制
度
論
（Rational Choice Institutionalism

）」
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇

一
五
年
ま
で
の
間
、
大
阪
維
新
の
会
が
推
進
し
た
「
大
阪
都
構
想
」
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
現
実
政
治
の
理
解
に
よ
り
有
効
で
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
。

　

近
年
、
民
主
主
義
の
定
着
と
情
報
技
術
の
進
展
の
中
で
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
実
証
的
な
政
治
分
析
の
中
で
再
び
脚
光
を
浴
び
て
い

る
。
二
〇
一
六
年
の
英
国
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
離
脱
（Brexit
）
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
や
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
ド

ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
の
当
選
な
ど
の
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
（
あ
る
い
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
リ
ー
ダ
ー
）
が
不
満
を
も
つ
有

権
者
を
単
純
明
快
な
ロ
ジ
ッ
ク
と
比
喩
で
引
き
寄
せ
て
勝
利
あ
る
い
は
勢
力
拡
大
を
は
か
っ
て
い
く
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
（
水

（
1
）
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島
、
二
〇
一
六
）。

　

し
か
し
、
果
た
し
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
政
治
学
の
実
証
分
析
の
中
で
意
味
の
あ
る
概
念
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
れ
ば
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
視
角
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
結
論
を
予
め
述
べ
て
お
く
と
、
実

証
的
な
政
治
分
析
に
適
用
し
づ
ら
い
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
依
拠
し
な
く
て
も
、
政
治
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
合
理
性
を
前
提
と
し
て
、
政
治
的

プ
レ
イ
ヤ
ー
間
の
ゲ
ー
ム
か
ら
政
治
的
帰
結
を
説
明
す
る
と
い
う
合
理
的
選
択
制
度
論
で
近
年
の
政
治
現
象
を
捉
え
る
こ
と
は
十
分
に

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
最
も
典
型
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
ひ
と
り
と
言
わ
れ
て
い
る
橋
下
徹
と
彼
が
率
い
る
大
阪
維
新
の
会
の
推
進
し
た
大
阪
都

構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
に
着
目
す
る
。
橋
下
は
、
不
可
能
と
思
わ
れ
た
大
阪
都
構
想
実
現
の
た
め
に
不
可
欠
な
大
都
市
地
域
特
別
区

設
置
法
を
二
〇
一
二
年
に
民
主
党
内
閣
の
下
で
実
現
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
二
〇
一
四
年
末
に
は
公
明
党
を
動
か
し
て
二
〇
一
五
年
の

住
民
投
票
に
持
ち
込
む
こ
と
に
成
功
す
る
。
住
民
投
票
で
は
僅
差
で
否
決
さ
れ
る
が
、
そ
の
直
後
に
は
、
橋
下
率
い
る
維
新
の
会
は
自

民
党
を
封
じ
込
め
て
同
年
の
大
阪
府
知
事
、
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
で
再
び
大
勝
し
た
の
で
あ
る
。
約
五
年
に
も
わ
た
っ
て
続
い
た

都
構
想
を
め
ぐ
る
非
常
に
複
雑
な
政
治
過
程
全
体
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
既
存
の
分
析
手
法
で
理
論
的
に
一
貫
し
た
説
明
を
与
え
る
。

　

第
一
に
、
説
明
す
べ
き
事
象
を
確
認
し
た
上
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
る
通
説
的
な
説
明
を
概
観
し
、
本
稿
が
着
目
す
る
「
有
効
な

脅
し
（credible threats

）」
に
よ
る
説
明
の
有
用
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
な
ぜ
、
二
〇
一
二
年
九
月
に
大
都
市
地
域
特
別

区
設
置
法
が
成
立
し
た
の
か
、
な
ぜ
、
二
〇
一
五
年
三
月
に
大
阪
市
議
会
、
大
阪
府
議
会
で
大
阪
都
構
想
の
設
計
図
と
も
い
う
べ
き
協

定
書
が
可
決
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
合
理
的
な
説
明
を
与
え
る
。
さ
ら
に
、
住
民
投
票
で
否
決
さ
れ
て
わ
ず
か
半
年
後

の
二
〇
一
五
年
一
一
月
の
大
阪
府
知
事
、
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
で
、
維
新
の
会
の
大
勝
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
政
治
過
程
に
つ

い
て
も
同
じ
枠
組
み
で
説
明
を
試
み
る
。
第
三
に
、
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
し
て
、
一
般
的
な
含
意
を
導
出
す
る
。

（
2
）
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二　

理
論
的
検
討

⑴　

分
析
対
象
の
確
定

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
合
理
的
選
択
制
度
論
の
実
証
分
析
へ
の
適
用
可
能
性
を
比
較
検
証
す
る
際
に
着
目
す
る
大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政

治
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
解
明
す
べ
き
問
い
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

　

二
〇
一
〇
年
一
月
に
大
阪
都
構
想
を
打
ち
出
し
て
か
ら
の
五
年
あ
ま
り
の
政
治
過
程
の
中
で
都
構
想
を
大
阪
維
新
の
会
の
勢
い
は
、

上
昇
と
下
降
を
繰
り
返
し
、
ま
る
で
「
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
政
治
」
と
も
い
う
べ
き
状
態
で
あ
る
（
図
表
1
参
照
）。
既
存
の
理
論

を
用
い
て
全
体
的
な
説
明
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
事
象
で
あ
り
、
新
し
い
政
治
的
概
念
に
飛
び
つ
き
た
く
な
る
誘
惑
に
か
ら
れ

る
。

　

な
ぜ
、
二
〇
一
〇
年
に
結
成
し
た
ば
か
り
の
維
新
の
会
が
、
最
終
的
に
は
不
可
能
と
思
わ
れ
て
い
た
都
構
想
の
住
民
投
票
に
こ
ぎ
つ

け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
ま
た
、
都
構
想
が
住
民
投
票
で
僅
差
な
が
ら
も
否
決
さ
れ
「
維
新
の
会
の
終
わ
り
」
と
い
わ
れ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
半
年
後
の
二
〇
一
五
年
一
一
月
の
大
阪
府
知
事
、
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
で
、
な
ぜ
維
新
の
会
は
復
活
し

て
大
勝
で
き
た
の
か
。

　

本
稿
で
は
、
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
の
中
で
も
三
つ
の
決
定
的
転
換
点
に
着
目
す
る
。
第
一
の
決
定
的
転
換
点
は
、
二
〇
一
二

年
九
月
の
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
の
成
立
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
四
月
当
初
の
大
阪
都
構
想
は
、
大
阪
府
、
大
阪
市
と
堺
市
、
そ

し
て
隣
接
九
市
を
廃
止
し
、
代
わ
っ
て
東
京
都
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
公
選
区
長
と
公
選
区
議
会
を
有
す
る
特
別
区
を
二
〇
区
設
置

し
、
そ
の
上
位
に
産
業
基
盤
整
備
や
特
別
区
の
調
整
を
担
う
大
阪
都
な
る
広
域
自
治
体
を
設
置
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
北
村
、

二
〇
一
三
、
二
二
五
頁
）。
以
後
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
結
成
当
初
の
二
〇
一
〇
年
五
月
の
大
阪
市
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
で
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の
勝
利
以
降
、
二
〇
一
一
年
四
月
の
統
一
地

方
選
挙
や
同
年
一
一
月
の
橋
下
知
事
の
市
長

鞍
替
え
出
馬
に
伴
う
府
知
事
、
大
阪
市
長
ダ

ブ
ル
選
挙
で
の
大
勝
な
ど
、
一
部
の
自
治
体

で
の
敗
北
を
除
い
て
破
竹
の
勢
い
で
勢
力
を

伸
ば
し
て
い
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
維
新
の

会
は
、
政
治
的
に
困
難
と
思
わ
れ
て
い
た
特

別
区
の
設
置
の
た
め
の
特
別
法
も
二
〇
一
二

年
九
月
に
「
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
」

と
し
て
結
実
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、

二
〇
一
〇
年
の
結
成
か
ら
た
っ
た
二
年
と
い

う
わ
ず
か
な
期
間
に
、
大
阪
維
新
の
会
は
、

都
構
想
の
法
的
環
境
整
備
を
民
主
党
内
閣
か

ら
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
に
着
目
す
る
の
は
、
大
阪
市
を
解
体

し
、
市
域
内
に
五
つ
の
特
別
区
を
大
阪
府
の

下
に
設
置
す
る
と
い
う
協
定
書
が
二
〇
一
五

年
三
月
の
大
阪
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
で
可

図表 1　大阪都構想をめぐる政治過程　2010-2015年

第 1 段階
（上昇）

2010年 4 月 「大阪維新の会」の結成
　＊橋下徹代表（府知事）、松井一郎幹事長（府会議員）

2011年 11月 大阪府知事・大阪市長ダブル選挙での維新の会の勝利
　＊大阪市の橋下徹市長、大阪府の松井一郎知事の体制確立

2012年
9 月 大都市地域特別区設置法の施行

第 2 段階
（下降→上昇

→下降）

12月 衆議院総選挙で「日本維新の会」の躍進（54議席：第 3 勢力）

2013年

9 月 堺市長選挙での維新公認候補の敗北

12月
知事提案への造反による大阪府議会での維新の会の過半数割れ

公明、自民、共産などによる大阪市議会議長の当選

2014年

3 月 出直し市長選挙での維新の会の勝利

9 月 総務大臣の同意による協定書（大阪市の廃止と 5 特別区の創設）の確定

10月 大阪府市両議会での協定書の否決

2015年

3 月 大阪府市両議会での協定書の可決

4 月 統一地方選挙での現有勢力の維持（府市両議会での比較第 1 会派）

5 月 大阪市の住民投票での協定書の否決、大阪市の橋下徹市長の引退表明

第 3 段階
（上昇）

6 月 大阪戦略調整会議（大阪会議）設置条例の可決

7 月
大阪会議第 1 回会議の紛糾

＊以後、 8 月の第 2 回会議は自民党の欠席で流会し、 9 月の第 3
回会議は代表者会議の設置を決めることで終わる。

11月 大阪府知事・大阪市長ダブル選挙での維新の会の勝利

［出典］　北村（2016b）。
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決
し
、
同
年
五
月
に
住
民
投
票
に
持
ち
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
で
あ
る
。
維
新
の
会
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
の
大
都
市
地
域
特
別

区
設
置
法
に
基
づ
い
て
大
阪
府
と
大
阪
市
の
間
に
特
別
区
設
置
協
議
会
（「
法
定
協
議
会
」）
を
設
置
し
、
特
別
区
の
区
割
り
や
権
限
な

ど
の
具
体
的
な
特
別
区
の
仕
組
み
と
と
も
に
特
別
区
の
財
政
調
整
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の
制
度
設
計
を
行
う
こ
と
を
固
め
た
。
し
か
し
、

国
政
政
党
「
日
本
維
新
の
会
」
と
し
て
同
年
一
二
月
の
衆
議
院
総
選
挙
で
五
四
議
席
を
獲
得
し
た
後
は
、
二
〇
一
三
年
の
地
方
選
挙
で

も
不
振
な
ま
ま
で
あ
り
、
橋
下
代
表
自
ら
の
従
軍
慰
安
婦
発
言
報
道
に
よ
っ
て
、
急
速
に
政
治
的
な
勢
い
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
以

後
、
二
〇
一
三
年
七
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
で
も
維
新
の
会
は
わ
ず
か
九
議
席
し
か
獲
得
で
き
ず
、
九
月
の
堺
市
長
選
挙
で
は
都
構
想

反
対
を
唱
え
る
現
職
市
長
に
も
敗
北
し
て
、
堺
市
を
除
外
し
た
都
構
想
を
当
面
模
索
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
維
新
の
会
は
、
公
明
党
の
動
き
に
翻
弄
さ
れ
て
い
く
。
そ
も
そ
も
、
法
定
協
議
会
は
、
大
阪
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
の
構

成
を
反
映
し
た
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
維
新
の
会
が
協
議
会
の
過
半
数
の
委
員
を
占
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
公
明
党
が
議
決
を
左

右
す
る
状
態
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
四
年
一
月
、
公
明
党
は
法
定
協
議
会
で
都
構
想
反
対
を
明
確
に
打
ち
出
し
、
自
民
党
、
公
明
党
、
民

主
系
会
派
、
共
産
党
な
ど
の
都
構
想
反
対
派
が
優
勢
と
な
っ
た
。
劣
勢
に
陥
っ
た
橋
下
市
長
は
、
三
月
に
市
長
辞
職
に
よ
る
再
選
挙
に

打
っ
て
出
る
が
、
主
要
政
党
が
対
立
候
補
を
擁
立
せ
ず
に
黙
殺
し
た
た
め
、
低
投
票
率
の
中
で
の
再
選
と
い
う
厳
し
い
結
果
と
な
っ
た
。

と
は
い
え
、
市
長
は
民
意
を
得
た
と
し
て
強
気
に
法
定
協
議
会
か
ら
都
構
想
反
対
派
委
員
を
追
い
出
し
、
同
年
七
月
に
大
阪
市
の
廃
止

と
五
特
別
区
へ
の
再
編
を
内
容
と
す
る
協
定
書
を
最
終
案
と
し
て
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
同
年
一
〇
月
の
府
議

会
、
市
議
会
に
お
い
て
協
定
書
は
否
決
さ
れ
、
も
は
や
都
構
想
は
終
焉
を
迎
え
た
と
思
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
同
年
一
二
月
の
衆
議
院

総
選
挙
後
、
公
明
党
が
突
如
と
し
て
住
民
投
票
実
施
を
可
能
と
す
る
た
め
に
協
定
書
に
賛
成
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
二
〇
一
五
年

三
月
に
は
協
定
書
は
大
阪
市
議
会
、
大
阪
府
議
会
で
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
大
阪
維
新
の
会
は
、
二
〇
一
四
年
一

二
月
の
衆
議
院
総
選
挙
の
後
、
大
阪
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
で
都
構
想
に
反
対
し
て
い
た
公
明
党
か
ら
賛
成
を
土
壇
場
で
勝
ち
取
る
こ



論　　　説

（阪大法学）67（1-6）　 6 〔2017. 5 〕

と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
三
に
着
目
す
る
の
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
の
大
阪
府
知
事
、
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
で
あ
る
。
都
構
想
が
再
び
起
動
し
う
る

か
ど
う
か
を
左
右
す
る
二
〇
一
五
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
で
再
び
維
新
の
会
は
大
阪
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
で
過
半
数
の
議
席
は
得

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
第
一
党
の
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
そ
の
勢
い
で
翌
月
の
住
民
投
票
で
の
勝
利
を
目
指
し
て
い
た
。
し

か
し
、
二
〇
一
五
年
五
月
の
住
民
投
票
の
結
果
は
、
僅
差
で
の
否
決
で
あ
っ
た
。
橋
下
市
長
も
引
退
を
表
明
し
、
維
新
の
会
の
終
わ
り

で
あ
る
か
の
よ
う
な
報
道
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
も
は
や
五
年
間
の
都
構
想
推
進
の
政
治
過
程
は
終
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
住
民
投
票
で
協
定
書
の
否
決
を
勝
ち
と
っ
た
勢
力
の
中
心
で
あ
る
自
民
党
は
、
大
阪
戦
略
調
整
会
議
の
設
置
を
提
案
し
た

だ
け
で
、
具
体
的
に
現
行
制
度
の
下
で
の
大
阪
地
域
振
興
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
提
案
を
突
き
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と

が
、
都
構
想
な
し
に
大
阪
再
生
は
可
能
で
あ
る
と
信
じ
て
、
否
決
に
一
票
を
投
じ
た
大
阪
市
民
の
幻
滅
感
を
招
き
、
一
一
月
の
ダ
ブ
ル

選
挙
で
の
自
民
党
中
心
の
都
構
想
反
対
派
の
敗
北
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
、
二
〇
一
五
年
五
月
の
住
民
投
票
で
僅
差

な
が
ら
も
勝
利
し
た
自
民
党
大
阪
府
連
は
、
主
導
権
を
活
か
す
こ
と
な
く
都
構
想
と
は
別
の
大
阪
経
済
振
興
の
た
め
の
改
革
案
の
提
示

を
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

⑵　
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
（populism

）」
に
よ
る
分
析

　

大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
「
橋
下
劇
場
」
と
呼
ぶ
議
論
か
ら
、
大
阪
市
民
の
反
知
性
主
義

的
傾
向
や
大
衆
の
誤
り
を
指
摘
す
る
社
会
学
的
な
議
論
ま
で
幅
広
く
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
大
阪
府
知
事
を
務
め
た
後
に
大
阪
市
長
に
転

じ
て
強
く
都
構
想
を
推
進
し
た
橋
下
徹
個
人
の
生
い
立
ち
、
個
性
、
理
念
や
政
策
選
好
な
ど
に
着
目
し
な
が
ら
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
に

依
拠
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
一
ノ
宮
他
、
二
〇
〇
八
、
内
田
他
、
二
〇
一
一
、
中
井
、
二
〇
一
三
、
中
北
、
二
〇
一
六
、
藤
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井
編
、
二
〇
一
五
、
松
本
、
二
〇
一
五
、
読
売
新
聞
、
二
〇
〇
九
、
二
〇
一
二
）。

　

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
は
様
々
な
定
義
が
あ
り
え
る
が
、
共
通
点
と
し
て
、
道
徳
的
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
善
悪
二
元
論
で
、
庶

民
性
を
強
調
す
る
カ
リ
ス
マ
的
な
リ
ー
ダ
ー
が
既
存
の
体
制
を
打
破
し
て
い
く
政
治
あ
る
い
は
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
指
し
て
い
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
（
大
嶽
、
二
〇
〇
三
、
二
〇
〇
六
、
二
〇
〇
八
、
小
堀
、
二
〇
一
二
）。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
は
、
長
期
的
展
望
を
無
視
し

て
短
期
的
な
利
益
供
与
を
散
布
す
る
「
利
益
誘
導
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
、
利
益
誘
導
政
治
や
地
元
還
元
政
治
を
破
壊
す
る
こ
と
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
「
改
革
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
が
あ
る
と
い
う
（
大
嶽
、
二
〇
〇
六
、
四
─
五
頁
）。
大
阪
維
新
の
会
に
よ
る
政
治
運
営
は
、

橋
下
徹
を
含
む
「
普
通
の
感
覚
の
人
（
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
）」
に
よ
る
改
革
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
攻
撃
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
好

例
と
し
て
各
種
の
研
究
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
改
革
型
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
政
治

家
や
公
務
員
（
い
ず
れ
も
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
）
を
悪
玉
と
し
た
勧
善
懲
悪
の
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
善
悪
二
元
論
と
世
論
喚
起
や
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
操
作
を
中
核
と
す
る
劇
場
型
政
治
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
既
存
の
権
力
や
価
値
体
系
を
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
「
否
定
の
政

治
」
で
も
あ
る
（
吉
田
、
二
〇
一
一
）。

　

維
新
の
会
に
よ
る
政
治
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
研
究
は
、
維
新
の
会
に
よ
る
政
治
に
は
「
人
々
と
の
直
結
」
と

「
単
純
化
」、
そ
し
て
「
攻
撃
性
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
い
う
（
村
上
、
二
〇
一
四
、
一
〇
八
頁
）。
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
一
世
を

風
靡
し
た
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
で
あ
る
橋
下
へ
の
関
心
は
も
と
も
と
高
い
。
彼
の
会
見
や
街
頭
演
説
は
多
く
の
フ
ァ
ン
を
集
め
る
。
そ
し

て
、
ゆ
っ
く
り
考
え
る
と
容
易
に
わ
か
る
論
理
の
飛
躍
や
根
拠
の
な
い
断
定
で
あ
っ
て
も
、
と
り
あ
え
ず
は
単
一
の
結
論
を
示
し
た
り
、

突
飛
で
時
に
は
下
品
な
比
喩
で
問
題
を
単
純
化
し
な
が
ら
相
手
に
考
え
る
時
間
を
与
え
ず
に
ま
く
し
た
て
た
り
す
る
。
さ
ら
に
、
国
や

既
得
権
益
を
も
つ
と
断
定
す
る
公
務
員
労
働
組
合
、
教
育
委
員
会
、
文
楽
協
会
や
地
域
振
興
会
な
ど
を
激
し
い
言
葉
で
攻
撃
し
、
異
な

る
意
見
の
評
論
家
や
学
者
に
も
侮
蔑
的
な
発
言
を
ぶ
つ
け
て
注
目
を
ひ
く
。
一
般
市
民
は
、
短
文
で
わ
か
り
や
す
い
主
張
と
既
存
の
権

（
3
）
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威
を
激
し
く
攻
撃
す
る
姿
勢
に
拍
手
喝
采
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
不
安
を

覚
え
な
が
ら
も
営
業
的
利
益
の
観
点
か
ら
報
道
し
続
け
ざ
る
を
得
な
く
な

り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
一
般
市
民
の
耳
目
を
ま
す
ま
す
ひ
き
つ
け
る
と
い
う

循
環
に
は
ま
っ
て
い
く
と
い
う
（
図
表
2
参
照
）。
ま
さ
に
「
劇
場
型
政

治
」
あ
る
い
は
「
橋
下
劇
場
」
で
あ
る
（
村
上
、
二
〇
一
五
、
八
五
─
八

七
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

に
依
拠
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
、
果
た
し
て
、

実
証
分
析
に
お
い
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
有
効
な
概
念
と
言
え
る
の
か
と
言

わ
れ
れ
ば
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
は
民
意
の
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
て

お
り
、
民
主
主
義
体
制
の
下
で
非
常
に
応
答
性
の
高
い
リ
ー
ダ
ー
と
も
い

え
る
。
民
意
か
ら
乖
離
し
た
「
既
存
の
政
治
・
政
体
の
あ
り
方
に
対
す
る

異
議
申
し
立
て
」
が
進
化
し
た
も
の
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
捉
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
親
和
性
は
高
い

（
水
島
、
二
〇
一
六
、
一
三
─
一
五
頁
、
二
二
一
─
二
二
三
頁
）。「
少
数

の
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
統
治
」
の
打
破
を
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
が
図
っ
て
い
る
と

言
わ
れ
た
場
合
、
規
範
的
に
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら

図表 2　「橋下劇場」の循環パターン

公務員労働組合、教育委員会、文楽
協会や地域振興会などを既得権益と
断定した上での攻撃、異なる意見の
評論家や学者への侮蔑的な発言。

わかりやすい主張と既存の権威
を激しく攻撃する姿勢への一般
市民の拍手喝采

「多くの人々が不安に思うが複
雑すぎてよくわからない問題」
への単一の結論の提示、突飛で
時には下品な比喩による単純化

不安を覚えながらも営業的利益
の観点からのマスメディアによ
る橋下の一挙手一投足の報道

タレント弁護士でもある
橋下徹への関心の強さ
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な
い
。
実
証
的
に
も
、
市
民
の
要
求
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
、
既
存
の
民
主
主
義
的
指
導
者
と
の
違
い
を
ど
の
よ
う

に
具
体
的
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
貼
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
分
析
で
は

明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
側
面
が
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
な
る
の
か
も
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
分
析
上
の
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
実
証
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

と
い
う
概
念
を
用
い
な
く
て
も
十
分
に
理
論
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
韓
国
の
大
統
領
制
の
研

究
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
大
統
領
を
め
ぐ
る
政
治
分
析
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
応
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
き

わ
め
て
多
義
的
な
概
念
」
と
言
わ
れ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
を
回
避
し
て
総
合
日
刊
紙
の
記
事
数
や
社
説
か
ら
大
統
領
と
有
権
者
と
の

距
離
感
を
測
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
木
村
、
二
〇
〇
九
、
一
二
頁
）。
二
〇
一
六
年
六
月
に
英
国
で
実
施
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合

離
脱
（Brexit

）
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
の
分
析
に
お
い
て
も
、
離
脱
派
（Leave

）
の
勝
利
を
、
離
脱
派
の
急
先
鋒
だ
っ
た
ナ
イ

ジ
ェ
ル
・
フ
ァ
ラ
ー
ジ
（N

igel Farage
）
の
虚
実
織
り
交
ぜ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
よ
り
も
、
既
成
政
党
の
内
部
構
造
や
社
会
経
済
的
属

性
か
ら
説
明
す
る
方
が
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
と
い
う
（
阪
野
、
二
〇
一
六
）。

　

大
阪
で
の
政
治
過
程
の
事
例
で
い
え
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
る
説
明
は
、
橋
下
の
天
才
的
な
世
論
動
員
力
と
、
賢
く
な
い
が
「
東

京
に
追
い
つ
き
た
い
」
と
い
う
願
望
を
も
つ
有
権
者
の
組
み
合
わ
せ
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
組
み
合

わ
せ
の
存
在
だ
け
で
は
、
五
年
間
の
間
に
維
新
の
会
の
政
治
的
勢
い
が
「
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
」
の
よ
う
に
急
上
昇
し
た
あ
と
急
下

降
し
て
さ
ら
に
急
上
昇
す
る
と
い
っ
た
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
を
説
明
で
き
な
い
。
維
新
の
会
が
急
激
に
躍
進
し
て
民
主
党
内
閣
か
ら
大

都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
の
制
定
を
勝
ち
取
る
ま
で
の
時
期
、
そ
の
後
に
急
激
に
勢
い
を
落
と
し
て
都
構
想
の
設
計
図
と
も
い
う
べ
き

協
定
書
の
作
成
や
取
り
ま
と
め
で
停
滞
す
る
時
期
、
そ
し
て
、
再
び
停
滞
を
脱
し
て
大
阪
府
議
会
や
大
阪
市
議
会
で
協
定
書
を
可
決
さ

せ
住
民
投
票
に
持
ち
込
む
時
期
、
さ
ら
に
住
民
投
票
で
僅
差
の
敗
北
を
喫
し
て
か
ら
、
大
阪
府
知
事
、
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
で
再

（
4
）
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勝
利
に
持
ち
込
む
時
期
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
橋
下
率
い
る
維
新
の
会
が
落
ち
込
ん
だ
時
期
か
ら
復
活
し
た
の
か
が
明
ら
か
に
す

べ
き
点
で
あ
る
。

　

元
来
、
二
元
代
表
制
の
下
で
は
、
知
事
や
市
町
村
長
と
い
っ
た
直
接
公
選
首
長
に
は
、
常
に
有
権
者
の
関
心
や
礼
賛
、
そ
し
て
責
任

追
及
の
目
が
集
中
す
る
と
い
う
「
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
効
果
」
が
あ
る
。
直
接
公
選
首
長
が
重
要
な
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
大
阪
都
構

想
の
よ
う
な
地
方
自
治
の
基
本
的
な
統
治
構
造
を
改
革
し
よ
う
と
い
う
試
み
を
推
進
す
る
場
合
、
地
方
政
府
の
改
廃
存
置
を
決
定
し
う

る
中
央
政
府
の
政
策
決
定
者
と
、
地
方
政
府
内
部
で
現
状
変
更
を
左
右
す
る
制
度
的
な
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
地
方
議
会
が
と
も

に
重
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
地
方
自
治
制
度
の
再
設
計
で
は
、
世
論
に
対
す
る
戦
略
的
争
点
操
作
（heresthetics

）
よ
り
も
、
現
状

変
更
に
消
極
的
あ
る
い
は
否
定
的
な
政
権
を
担
う
政
党
や
可
否
を
左
右
す
る
政
党
を
ど
の
よ
う
に
動
か
す
の
か
が
重
要
と
な
る
。

　

分
析
す
べ
き
は
、
カ
リ
ス
マ
的
な
現
状
改
革
者
あ
る
い
は
挑
戦
者
が
、
直
接
公
選
首
長
に
就
任
し
た
後
、
一
定
の
制
度
的
拘
束
の
下

で
ど
の
よ
う
に
中
央
政
府
の
政
策
決
定
者
や
地
方
議
会
の
動
向
を
左
右
す
る
会
派
を
戦
略
的
に
動
か
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑶　
「
有
効
な
脅
し
（credible threats

）」
に
よ
る
分
析

　

現
状
変
更
を
め
ぐ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
政
治
過
程
は
、
現
状
変
更
や
打
破
を
求
め
る
「
挑
戦
者
」
と
、
現
状
変
更
に
対
し
て
拒
否
権

を
有
し
て
い
る
「
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
」
の
相
互
作
用
あ
る
い
は
政
治
的
ゲ
ー
ム
の
分
析
を
通
じ
て
、
十
分
に
理
論
的
な
説
明
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
実
証
分
析
へ
の
適
用
可
能
性
に
問
題
が
あ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
に
あ
え
て
依
拠
し
な
け
れ
ば
説
明

で
き
な
い
事
象
は
な
い
。

　

現
状
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
挑
戦
者
が
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
左
右
さ
れ
る
。

た
だ
、
現
状
変
更
を
目
指
す
挑
戦
者
は
、
現
状
維
持
志
向
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
「
仮
想
の
利
益
」
以
外
に
提
供
し
う
る
リ

（
5
）（

6
）

（
7
）
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ソ
ー
ス
を
有
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
挑
戦
者
の
要
求
を
受
容
す
る
こ
と
が
最
悪
回
避
戦
略
と
な
っ
て
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
利
益

と
な
る
と
思
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
な
け
れ
ば
、
現
状
の
変
化
は
起
こ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
不
利
益

の
回
避
に
よ
っ
て
感
じ
さ
せ
る
「
実
在
し
な
い
利
益
」
で
あ
る
（
橋
下
、
二
〇
〇
五
、
六
頁
）。

　

つ
ま
り
、
挑
戦
者
が
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
現
状
変
更
を
承
認
さ
せ
る
た
め
に
は
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
対
す
る
「
脅
し

（threats

）」
が
有
効
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
へ
の
脅
し
の
有
効
性
が
高
ま
る
条
件
は
、

拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
利
得
に
打
撃
を
与
え
な
が
ら
も
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
い
か
な
る
対
応
で
も
挑
戦
者
の
利
得
に
大
き
な
変
化

が
な
い
場
合
で
あ
る
（Levm

ore and Porat, 2014

）。
脅
し
に
関
す
る
一
種
の
「
有
効
性
」
問
題
（credibility problem

）
と
い

え
よ
う
。

　

拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
全
国
政
党
の
場
合
、
全
国
政
党
が
次
期
総
選
挙
で
の
議
席
維
持
拡
大
に
対
す
る
懸
念
を
ど
の
程
度
抱
く
の
か

に
よ
っ
て
、
現
状
変
更
を
目
指
す
挑
戦
者
の
脅
し
が
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
怖
れ
る
に
た
る
も
の
か
ど
う
か
が
わ
か
る
。
こ
の

場
合
、
挑
戦
者
と
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
た
る
全
国
政
党
の
利
得
は
、
片
方
が
利
得
を
得
れ
ば
も
う
片
方
が
損
失
を
被
る
と
い
う
ゼ
ロ
・

サ
ム
的
な
関
係
（1-V

n, V
n

）
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
3
参
照
）。
挑
戦
者
の
行
使
す
る
脅
し
が
有
効
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
拒
否
権

プ
レ
イ
ヤ
ー
た
る
全
国
政
党
が
挑
戦
者
の
現
状
変
更
の
要
求
を
拒
否
す
れ
ば
致
命
的
な
結
末
（1-V

1 , V
1

）
と
な
る
た
め
、
全
国
政
党

と
し
て
現
状
変
更
の
要
求
を
受
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
合
理
的
対
応
が
十
分
推
論
で
き
る
以
上
、
挑
戦
者
は
当

初
よ
り
現
状
変
更
を
要
求
す
る
。
結
果
と
し
て
、
有
効
な
脅
し
を
伴
う
挑
戦
者
の
要
求
は
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
、

現
状
は
変
更
さ
れ
る
（1-V

2 , V
2

）。

　

大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
で
、
大
阪
維
新
の
会
が
都
構
想
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
連
立
内
閣
を
主
導
す
る
与
党
民

主
党
に
よ
る
法
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
都
構
想
が
地
方
自
治
法
の
想
定
を
超
え
た
改
革
で
あ
る
以
上
、
条
件
や
内
容
、
手
続
き
に
つ
い

（
8
）
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て
の
法
整
備
が
必
要
と
な
る
。
次
い
で
、
法
整
備
を
終
え
た
段
階
で
は
、

大
阪
維
新
の
会
は
、
大
阪
府
議
会
や
大
阪
市
議
会
で
都
構
想
の
承
認
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
議
会
で
の
可
決
を
左
右
す
る
の
は
、
自
民
党
と

と
も
に
都
構
想
に
反
対
す
る
公
明
党
で
あ
る
。
公
明
党
が
都
構
想
に
賛
成

す
れ
ば
、
自
民
党
が
い
か
に
反
対
し
よ
う
と
も
都
構
想
は
大
阪
市
民
に
よ

る
住
民
投
票
と
い
う
最
終
ス
テ
ー
ジ
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
大
阪
維
新
の
会
に
と
っ
て
、
民
主
党
と
公
明
党
と
い
う
ふ
た

つ
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
い
か
に
し
て
都
構
想
推
進
に
協
力
さ
せ
る
の

か
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
民
主
党
も
公
明
党
も
、
全
国
政
党
で
あ
る
以

上
、
国
会
で
の
議
席
数
の
拡
大
志
向
を
有
し
て
い
る
。
特
に
、
連
立
内
閣

が
常
態
化
し
て
い
る
下
で
は
、
衆
議
院
総
選
挙
で
の
議
席
数
が
内
閣
形
成

に
関
す
る
政
党
間
交
渉
の
リ
ソ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
全
国
政
党
に
と
っ

て
議
席
数
の
減
少
は
最
も
回
避
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
危
機
の
程
度

に
応
じ
て
最
悪
回
避
戦
略
の
重
要
性
が
高
ま
る
。

　

大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
考
え
る
際
に
、
次
の
三
点
に
着
目

す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
与
党
民
主
党
に
対
し
て
、
大
阪
維
新
の
会

に
よ
る
国
政
進
出
が
ど
の
程
度
有
効
な
脅
し
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
二
〇
〇
九
年
の
衆
議
院
総
選
挙
で
阪
神
地
区
に
て
圧
倒
的
に
勝
利

図表 3　脅しが有効な状態での挑戦者と拒否権プレイヤーのゲーム

現状変更の要求

挑戦者挑戦者

拒否権プレイヤー拒否権プレイヤー

挑戦者挑戦者

受容

拒否

断念

要求せず

脅しの行使

（1‒V2，V2）

（1‒V1，V1）

（1‒V3，V3）

（1‒V4，V4）

（1‒Vn，Vn）=（Challenger’s Pay-off, Veto Player’s Pay-off）　V4＞V3＞V2＞V1
利得は、（挑戦者の利得、拒否権プレイヤーの利得）という表記になっている。
なお、以下の図表でも、0＜Vn，Dn，Kn，Rn＜1 である。
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し
た
民
主
党
の
支
持
率
が
急
激
に
落
ち
込
め
ば
落
ち
込
む
ほ
ど
、
大
阪
維
新
の
会
が
民
主
党
衆
議
院
議
員
の
地
元
選
挙
区
で
の
対
立
候

補
の
擁
立
は
民
主
党
に
脅
威
と
な
る
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
民
主
党
の
政
府
与
党
首
脳
は
、
大
阪
維
新
の
会
に
譲
歩
を
し
て
、
都
構

想
の
条
件
整
備
を
行
う
こ
と
で
維
新
の
会
に
よ
る
候
補
者
擁
立
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
都
構
想
を
具
体
化
し
た
協
定
書
が
大
阪
府
議
会
と
大
阪
市
議
会
の
双
方
で
可
決
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
左
右
す
る
公
明
党
に

対
し
て
維
新
の
会
の
脅
し
が
ど
の
程
度
有
効
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
一
二
月
の
衆
議
院
総
選
挙
に
突
入
し
て
い

く
中
で
、
公
明
党
の
衆
議
院
議
員
の
小
選
挙
区
で
の
支
持
が
脆
弱
な
場
合
、
大
阪
維
新
の
会
が
対
立
候
補
を
擁
立
す
る
こ
と
は
、
衆
議

院
で
の
公
明
党
の
議
席
が
減
少
す
る
可
能
性
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
場
合
、
公
明
党
本
部
は
大
阪
の
党
所
属
府
会
及
び
市
会

議
員
た
ち
に
維
新
の
会
へ
の
譲
歩
を
強
く
指
示
す
る
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
両
議
会
で
の
協
定
書
の
可
決
の
可
能
性
は
高
ま
る
。

　

第
三
の
着
目
点
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
の
大
阪
市
内
で
の
住
民
投
票
で
の
否
決
か
ら
一
一
月
の
大
阪
府
知
事
、
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル

選
挙
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
も
、
上
記
と
同
様
に
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
挑
戦
者
が
改
革
案
を
提
案
す
る
と
い
う
枠
組
み
で
説
明
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
だ
、
攻
守
交
代
し
て
い
る
点
が
上
記
の
事
例
と
は
異
な
る
。
住
民
投
票
で
の
協
定
書
の
否
決
後
、

新
た
に
自
民
党
が
大
阪
府
議
会
や
大
阪
市
議
会
で
公
明
党
の
支
持
を
得
な
が
ら
、
都
構
想
に
代
わ
る
改
革
案
を
要
求
す
る
立
場
に
な
る
。

逆
に
、
大
阪
府
知
事
と
大
阪
市
長
を
押
さ
え
て
い
る
大
阪
維
新
の
会
が
、
自
民
党
の
改
革
案
を
左
右
し
う
る
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
な

る
。
主
導
権
を
握
っ
た
は
ず
の
自
民
党
は
、
都
構
想
に
代
わ
る
具
体
的
な
改
革
案
を
突
き
つ
け
る
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
脅
し
の
有
効
性
か
ら
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
三
点
に
対
し
て
、
実
証
分
析
で
扱
う
の
が
困
難
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
に
依
拠
せ
ず
に
、
政
治
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
合
理
的
行

動
と
ゲ
ー
ム
を
分
析
す
る
こ
と
で
一
貫
し
た
理
論
的
説
明
を
与
え
て
い
く
。

（
9
）
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三　

大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治

　

大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
考
え
る
際
に
、
初
期
設
定
と
な
る
政
治
環
境
に

つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
二
〇
〇
九
年
八
月
の
衆
議
院
総
選
挙
で
、
政
権
交
代
を
訴
え

た
民
主
党
は
圧
勝
し
、
九
月
に
鳩
山
由
紀
夫
首
相
率
い
る
民
主
党
主
導
の
連
立
内
閣
が

発
足
す
る
。
民
主
党
の
得
た
三
〇
八
議
席
の
中
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
大
阪
の
小
選

挙
区
で
大
勝
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
阪
市
内
の
全
六
選
挙
区
、
堺
市
内
の

全
三
選
挙
区
で
、
民
主
党
は
議
席
を
得
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
府
内
の
一
〇
選
挙
区
で

も
八
選
挙
区
で
民
主
党
は
勝
利
し
て
い
る
（
図
表
4
参
照
）。

　

他
方
、「
常
勝
関
西
」
と
言
わ
れ
た
公
明
党
は
、
こ
の
総
選
挙
で
阪
神
地
域
の
六
議

席
を
す
べ
て
失
っ
た
。
強
い
政
治
的
地
盤
と
み
な
し
て
き
た
大
阪
で
の
小
選
挙
区
全
滅

は
、
公
明
党
に
相
当
な
危
機
感
を
与
え
た
。

　

民
主
党
主
導
の
内
閣
は
順
風
満
帆
で
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
よ
う
に
思
え
た
が
、
公

約
の
実
現
可
能
性
や
予
算
編
成
過
程
を
め
ぐ
っ
て
党
内
に
混
乱
を
き
た
し
、
徐
々
に
民

主
党
へ
の
支
持
率
は
低
下
し
て
い
く
。
と
は
い
え
、
自
民
党
も
野
党
転
落
後
に
求
心
力

の
維
持
に
苦
労
し
て
お
り
、
公
明
党
は
国
政
で
の
捲
土
重
来
を
目
指
し
て
い
る
が
危
機

感
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
大
阪
維
新
の
会
の
結

成
を
契
機
と
し
た
大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

図表 4　2009年衆議院総選挙の大阪での民主党獲得議席数

小選挙区数 民主党獲得
議席数

民主党の当選者
（2009年時点）

大阪市内選出
大阪 6 区（旭区、鶴見区＋門真市、守口市）を
含む

6 6 熊田篤嗣、萩原仁、中島正純、
吉田治、稲見哲男、村上史好

堺市内選出
大阪15区（美原区＋富田林市、河内長野市、松
原市、大阪狭山市、南河内郡 2 町 1 村）を含む

3 3 大谷啓、森山浩行、辻恵

その他大阪府下選出 10 8
藤村修、中野寛成、大谷信盛、
平野博文、樽床伸二、長尾敬、
中川治、長安豊

［出典］　北村（2016b）。
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大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
る
説
明
が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
し
い
概
念
に
飛
び
つ
く
前
に
、

本
当
に
、
合
理
的
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
間
の
「
有
効
な
脅
し
」
の
観
点
か
ら
説
明
で
き
な
い
の
か
ど
う
か
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑴　

二
〇
一
二
年
九
月
の
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
の
制
定　

─
─
与
党
民
主
党
へ
の
「
有
効
な
脅
し
」
─
─

　

二
〇
一
〇
年
四
月
、
大
阪
府
の
橋
下
徹
知
事
は
、
大
阪
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ー
ド
・
セ
ン
タ
ー
（
Ｗ
Ｔ
Ｃ
）
購
入
問
題
で
大
阪
府
議
会

を
造
反
し
た
自
民
党
の
府
議
会
議
員
た
ち
と
と
も
に
地
域
政
党
「
大
阪
維
新
の
会
」
を
結
成
し
、
大
阪
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
な
ど
で

の
過
半
数
の
議
席
獲
得
を
目
指
し
て
い
く
。
大
阪
維
新
の
会
は
、
結
成
直
後
の
大
阪
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
の
大
勝
以
降
、
一
気
に
府

内
に
支
持
を
拡
大
し
て
い
く
。

　

維
新
の
会
が
掲
げ
る
最
重
要
政
策
が
「
大
阪
都
構
想
」
の
実
現
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
一
月
、
橋
下
知
事
は
「
大
阪
府
と
大
阪
市
が

財
布
を
ふ
た
つ
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
政
策
を
行
っ
て
い
て
、
ど
う
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
勝
て
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
…
府
と
市
を
ガ
ラ
ガ

ラ
ポ
ン
し
て
あ
る
べ
き
大
阪
を
作
り
上
げ
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
、「
大
阪
都
構
想
」
に
つ
な
が
る
考
え
を
公
の
場
で
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
制
度
改
革
構
想
が
、
維
新
の
会
の
中
で
「
看
板
と
な
る
最
重
要
政
策
」
を
意
味
す
る
「
一
丁
目
一
番
地
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
、
中
心
的
な
公
約
に
格
上
げ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

結
成
当
初
に
打
ち
出
さ
れ
た
大
阪
都
構
想
は
、
大
阪
市
や
堺
市
、
隣
接
九
市
を
廃
止
し
、
中
核
市
的
な
権
能
を
も
つ
日
常
的
な
行
政

サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
二
〇
程
度
の
特
別
区
（
大
阪
市
内
で
は
八
～
九
の
特
別
区
）
と
、
産
業
基
盤
整
備
や
広
域
調
整
に
特
化
す
る

大
阪
都
に
再
編
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
一
九
五
三
年
の
大
阪
産
業
都
構
想
以
来
の
流
れ
を
汲
む
制
度
改
革
構
想
は
、
当
初
は
粗

い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年
一
月
発
表
の
統
一
地
方
選
挙
用
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
や
同
年
一
一
月
の
知
事
・
大
阪
市
長
選
挙
用
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
あ
る
い
は
「
大
阪
都
構
想
推
進
大
綱
」
が
打
ち
出
さ
れ
る
中
で
徐
々
に
変
化
し
て
い
き
、
骨
格
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
。
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二
〇
一
一
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
で
、
維
新
の

会
は
、
大
阪
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
、
堺
市
議
会
で

最
大
会
派
に
躍
進
し
た
だ
け
で
な
く
、
二
〇
一
一
年

一
一
月
の
府
知
事
と
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
で
の

大
勝
を
通
じ
て
、
維
新
の
会
の
人
気
を
全
国
的
な
現

象
に
し
て
い
く
。
都
構
想
に
反
対
す
る
大
阪
市
を
変

え
る
た
め
に
、
橋
下
は
府
知
事
を
辞
職
し
て
大
阪
市

長
選
挙
に
立
候
補
し
て
見
事
に
当
選
し
、
府
知
事
に

は
維
新
の
会
の
結
成
以
来
の
盟
友
で
あ
る
府
議
会
議

員
の
松
井
一
郎
を
当
選
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
タ
レ
ン

ト
弁
護
士
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
政
治
家
と
し
て
の

橋
下
人
気
も
、
全
国
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

　

全
国
に
吹
き
荒
れ
た
橋
下
の
維
新
旋
風
に
最
も
危

機
感
を
有
し
た
の
は
、
政
権
与
党
の
民
主
党
で
あ
る
。

時
事
通
信
社
の
政
党
支
持
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、

二
〇
〇
九
年
九
月
の
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
発
足
以
降
、

民
主
党
支
持
率
は
全
国
的
に
高
水
準
で
推
移
す
る
が
、

二
〇
一
〇
年
に
な
る
と
急
落
し
、
そ
の
後
も
例
外
を

図表 5　時事通信社データにおける民主党支持率の全国及び阪神地域の推移（単位：％）
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民主党 全国
民主党 阪神

［出典］　時事通信社よりデータ提供。便宜を図っていただいた関係者に謝意を表する。なお、
鳩山由紀夫内閣発足直後の2009年9月の NHK 世論調査においても、民主党の支持率
は42.0％となっており、自民党の18.9％、公明党の2.2％、共産党の2.7％などを大き
く引き離していた（2009年9月21日 NHK ニュース）。しかし、菅直人内閣を経て野田
佳彦内閣に至るまで民主党の支持率は急落し、2012年8月の NHK 世論調査では、民
主党の支持率は14.3％、自民党23.9％、公明党3.0％、共産党2.4％などとなっており、
民主党の退潮は明らかであった（2012年8月13日 NHK ニュース）。
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除
い
て
低
落
傾
向
に
あ
っ
た
（
図
表
5
参
照
）。

　

し
か
も
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
阪
神
地
域
で
の
民
主
党
の
支
持
率
の
落
ち
込
み
方
は
全
国
平
均
よ
り
も
大
き
い
。
期
待
が
大
き
か
っ

た
分
、
有
権
者
の
民
主
党
内
閣
へ
の
絶
望
も
大
き
か
っ
た
。
時
事
通
信
社
の
デ
ー
タ
で
阪
神
地
域
の
民
主
党
支
持
率
だ
け
を
抽
出
し
て

み
る
と
、
民
主
党
支
持
率
の
落
ち
込
み
方
は
全
国
平
均
よ
り
も
ひ
ど
い
。
国
政
選
挙
で
の
議
席
維
持
拡
大
を
志
向
し
て
い
る
民
主
党
は
、

支
持
率
の
急
落
の
中
で
、
次
期
総
選
挙
で
少
し
で
も
議
席
減
少
と
な
る
要
因
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
。

　

民
主
党
の
支
持
急
落
と
は
対
照
的
に
、
大
阪
維
新
の
会
へ
の
支
持
は
日
に
日
に
高
ま
っ
て
い
く
。
二
〇
一
二
年
四
月
の
近
畿
二
府
四

県
対
象
の
朝
日
新
聞
世
論
調
査
で
は
、
次
期
総
選
挙
で
の
国
政
進
出
を
希
望
す
る
回
答
が
五
五
％
と
な
り
、
反
対
す
る
三
〇
％
を
大
き

く
上
回
り
、
橋
下
市
長
の
政
治
手
法
に
つ
い
て
も
六
六
％
が
評
価
し
、
評
価
し
な
い
と
答
え
た
一
九
％
を
圧
倒
し
て
い
る
（『
朝
日
新

聞
』
二
〇
一
二
年
四
月
二
五
日
付
朝
刊
）。
た
だ
、
こ
の
時
点
で
は
、
次
期
総
選
挙
で
の
比
例
区
で
の
投
票
先
を
聞
く
質
問
に
対
し
て
、

自
民
党
と
い
う
回
答
が
一
九
％
、
民
主
党
が
一
一
％
に
対
し
て
、
大
阪
維
新
の
会
は
五
％
に
過
ぎ
ず
、
公
明
党
や
共
産
党
の
各
四
％
を

少
し
上
回
っ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
二
〇
一
二
年
八
月
の
読
売
新
聞
世
論
調
査
を
見
る
と
、
大
阪
維
新
の
会
へ
の
期
待
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
（『
読
売

新
聞
』
二
〇
一
二
年
八
月
一
四
日
付
朝
刊
）。
次
期
総
選
挙
で
の
比
例
区
で
の
投
票
先
の
回
答
を
見
る
と
、
自
民
党
の
二
一
・
〇
％
に

次
ぐ
二
位
の
一
六
・
〇
％
と
な
り
、
民
主
党
の
一
一
％
を
上
回
っ
た
。
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
だ
け
で
見
る
と
、
首
位
を
確
保
し
、
民
主
党
に

大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

政
権
の
座
に
つ
い
て
か
ら
の
民
主
党
は
、
分
裂
騒
動
が
常
態
化
し
て
お
り
、
次
期
総
選
挙
で
の
議
席
維
持
拡
大
あ
る
い
は
議
席
減
少

の
最
小
化
を
狙
う
政
府
与
党
首
脳
か
ら
す
れ
ば
、
民
主
党
へ
の
幻
滅
が
顕
著
な
阪
神
地
域
、
特
に
大
阪
府
内
の
小
選
挙
区
で
の
議
席
維

持
の
た
め
な
ら
ば
何
で
も
す
る
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
。
特
に
、
大
阪
維
新
の
会
へ
の
国
政
進
出
阻
止
の
た
め
の
宥
和
策
が
、
大
阪
で

（
10
）
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の
民
主
党
衆
議
院
議
員
の
議
席
維
持
に
お
い
て
は
重
視
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。

　

地
方
自
治
制
度
の
改
革
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
に
お
い
て
、
現
状
打
破
を

目
指
す
大
阪
維
新
の
会
に
対
し
て
、
与
党
民
主
党
は
、
挑
戦
者
で
あ
る
維

新
の
会
の
現
状
変
更
の
要
求
を
左
右
し
う
る
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る

（
図
表
6
参
照
）。
民
主
党
と
し
て
は
、
維
新
の
会
が
何
も
要
求
し
な
い

の
が
一
番
望
ま
し
い
帰
結
（1-D

4 , D
4

）
で
あ
る
が
、
も
し
制
度
改
正
を

要
求
し
て
き
た
と
き
に
は
拒
否
し
て
維
新
の
会
の
国
政
進
出
を
刺
激
し
て

し
ま
う
よ
り
も
、
維
新
の
会
を
慰
撫
す
る
た
め
に
も
受
け
入
れ
策
を
講
じ

る
ほ
う
が
合
理
的
な
対
応
と
な
る
（1-D

2 , D
2

）。
つ
ま
り
、
民
主
党
に

と
っ
て
は
、
地
方
自
治
制
度
の
設
計
を
担
う
政
権
与
党
の
立
場
を
活
用
し

て
、
維
新
の
会
が
求
め
て
い
る
都
構
想
の
た
め
の
法
的
な
条
件
整
備
を
行

う
こ
と
が
合
理
的
な
帰
結
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
与
党
民
主
党
が
都
構
想
の
た
め
の
法
的
条
件
を
整
備
し
て
く
れ

な
い
限
り
、
維
新
の
会
が
都
構
想
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

地
方
自
治
法
の
改
正
や
新
た
な
法
律
の
制
定
に
は
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー

で
あ
る
民
主
党
に
都
構
想
を
可
能
な
ら
し
め
る
法
的
な
条
件
整
備
を
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
へ
の
脅
し
を
い
か
に
し
て
有
効
な
ら
し
め
る
の
か

図表 6　2012年 9 月施行の大都市地域特別区設置法の成立

都構想の法的環境
整備要求

大阪維新の会大阪維新の会

与党民主党与党民主党

大阪維新の会大阪維新の会

受容

拒否

断念

要求せず

対立候補擁立

（1‒D2，D2）

（1‒D1，D1）

（1‒D3，D3）

（1‒D4，D4）

（1‒Dn，Dn）=（Revolutionalists’ Pay-off, DPJ’s Pay-off）　D4＞D3＞D2＞D1
利得は、（大阪維新の会の利得、与党民主党の利得）という表記になっている。
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が
維
新
の
会
に
と
っ
て
の
大
き
な
課
題
と
な
る
。

　

民
主
党
へ
の
脅
し
と
し
て
維
新
の
会
が
選
択
し
た
戦
略
は
、
民
主
党
の
衆
議
院
議
員
を
選
出
し
て
い
る
大
阪
府
内
の
小
選
挙
区
に
維

新
の
会
の
候
補
者
の
擁
立
を
ち
ら
つ
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
支
持
率
の
下
落
に
直
面
し
て
い
た
民
主
党
幹
部
は
、
国
会
で
の
議
席
の
維

持
拡
大
の
阻
害
要
因
は
で
き
る
だ
け
除
去
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
野
党
自
民
党
や
み
ん
な
の
党
な
ど
は
、
野
党
ゆ
え
に
、
維
新
の
会

の
勢
い
を
借
り
る
べ
く
、
実
現
可
能
性
を
度
外
視
し
て
「
大
阪
都
構
想
」
に
よ
り
迎
合
的
な
法
案
を
用
意
す
る
。
他
方
、
与
党
民
主
党

は
、
一
方
で
政
権
与
党
と
し
て
現
行
制
度
と
の
整
合
性
を
考
え
な
が
ら
も
、
他
方
で
維
新
の
会
を
大
阪
の
地
域
政
党
に
と
ど
ま
ら
せ
る

た
め
の
宥
和
的
な
妥
協
案
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

最
終
的
に
、
民
主
党
は
、
維
新
の
会
の
脅
し
に
屈
し
て
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
を
成
立
さ
せ
、
同
年
九

月
に
施
行
さ
せ
た
。
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
は
、
人
口
二
〇
〇
万
以
上
の
政
令
指
定
都
市
（
あ
る
い
は
政
令
指
定
都
市
と
そ
の
隣

接
市
町
村
を
含
め
て
二
〇
〇
万
の
地
域
も
可
）
に
、
公
選
区
長
お
よ
び
公
選
議
会
を
置
く
特
別
区
を
設
置
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
と
い

う
内
容
の
法
律
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
道
府
県
議
会
と
政
令
指
定
都
市
に
「
特
別
区
設
置
協
議
会
（「
法
定
協
議
会
」）」
を
設

置
し
、
総
務
大
臣
と
の
協
議
を
経
て
、
特
別
区
設
置
協
定
書
（「
協
定
書
」）
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
で
承
認
を
得
た
上
で
市
で

実
施
さ
れ
る
住
民
投
票
で
過
半
数
の
賛
成
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
、
維
新
の
会
は
、
民
主
党
内
閣
か
ら
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
を
勝
ち
取
っ
た
直
後
の
二
〇
一
二
年
一
〇
月
、
民
主
党

内
閣
の
希
望
を
見
事
に
裏
切
っ
て
「
日
本
維
新
の
会
」
を
結
成
し
て
国
政
進
出
を
宣
言
し
た
。
同
年
一
一
月
に
は
、
石
原
慎
太
郎
率
い

る
太
陽
の
党
な
ど
も
日
本
維
新
の
会
に
合
流
し
、
第
三
極
と
し
て
一
大
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
、
一
二
月
の
衆
議
院
総
選
挙
で
は
五
四
議

席
を
獲
得
し
て
院
内
第
三
勢
力
の
地
位
を
獲
得
し
た
。
戦
略
的
な
立
場
を
有
効
に
活
用
し
た
維
新
の
会
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
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⑵　

二
〇
一
四
年
一
二
月
の
公
明
党
の
協
定
書
可
決
へ
の
大
転
換　

─
─
公
明
党
へ
の
「
有
効
な
脅
し
」
─
─

　

二
〇
一
二
年
九
月
施
行
の
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
が
定
め
る
特
別
区
設
置
ま
で
の
手
続
き
は
、
協
定
書
の
作
成
、
議
会
で
の
承

認
、
そ
し
て
住
民
投
票
で
の
過
半
数
獲
得
と
い
う
よ
う
に
、
実
現
に
至
る
ま
で
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
ま
り
に
高
い
。
そ
の
た
め
、
当
時
の

政
策
決
定
者
た
ち
は
異
口
同
音
に
「
事
実
上
、
設
置
は
困
難
で
あ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
た
。
実
際
に
、
維
新
の
会
の
政
治
的
勢
い
が
落

ち
て
い
く
中
で
、
都
構
想
の
実
現
は
難
し
い
と
何
度
も
思
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
最
終
的
に
橋
下
市
長
率
い
る
維
新
の
会
は
見
事
に
法
定
協
議
会
を
乗
り
切
り
協
定
書
を
ま
と
め
上
げ
、
大
阪
府
議
会
、
大

阪
市
議
会
の
双
方
で
協
定
書
を
確
定
さ
せ
て
二
〇
一
五
年
五
月
の
住
民
投
票
と
い
う
最
終
段
階
ま
で
到
達
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

　

都
構
想
が
住
民
投
票
に
ま
で
た
ど
り
着
け
た
最
大
の
要
因
は
、
公
明
党
の
変
化
に
あ
っ
た
。
公
明
党
は
、
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置

法
の
成
立
当
初
ま
で
静
観
し
て
い
た
が
、
徐
々
に
都
構
想
反
対
の
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
反
対
運
動
の
一
翼
を
担
っ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
末
に
突
如
と
し
て
都
構
想
容
認
の
姿
勢
を
示
し
て
維
新
の
会
と
と
も
に
府
市
両
議
会

で
賛
成
に
回
る
の
で
あ
る
。
さ
す
が
に
、
こ
の
公
明
党
の
大
転
換
は
、
大
阪
の
み
な
ら
ず
全
国
の
有
権
者
を
驚
か
せ
た
。
解
明
す
べ
き

謎
は
、
維
新
の
会
が
ど
の
よ
う
に
し
て
都
構
想
反
対
で
固
ま
っ
て
い
た
公
明
党
の
方
針
を
大
転
換
さ
せ
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

時
計
の
針
を
二
〇
一
二
年
一
二
月
の
衆
議
院
総
選
挙
に
ま
で
戻
す
と
、
同
総
選
挙
で
維
新
の
会
は
五
四
議
席
を
獲
得
し
て
国
政
に
鮮

烈
な
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
、
そ
の
後
、
政
治
的
に
大
き
く
失
速
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

最
初
の
大
き
な
躓
き
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
、
大
阪
に
隣
接
す
る
兵
庫
県
の
伊
丹
市
と
宝
塚
市
の
市
長
選
挙
で
の
維
新
公
認
の
候
補

の
大
敗
で
あ
っ
た
。
維
新
の
会
の
幹
部
が
大
阪
か
ら
神
戸
ま
で
の
阪
神
地
域
を
大
阪
都
構
想
の
中
の
特
別
区
に
し
た
い
と
発
言
し
た
こ

と
に
対
し
て
、
兵
庫
県
知
事
、
神
戸
市
長
、
そ
し
て
何
よ
り
阪
神
地
域
の
住
民
が
激
し
い
警
戒
感
を
抱
い
た
の
で
あ
る
（『
神
戸
新

聞
』
二
〇
一
三
年
四
月
三
日
、
九
日
、
一
〇
日
付
各
朝
刊
）。
加
え
て
、
二
〇
一
三
年
五
月
の
沖
縄
の
駐
留
ア
メ
リ
カ
海
兵
隊
司
令
官
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へ
の
性
風
俗
産
業
の
利
用
進
言
問
題
や
従
軍
慰
安
婦
制
度
な
ど
の
歴
史
認
識
に
関
す
る
橋
下
市
長
の
微
妙
な
発
言
が
あ
っ
た
。
こ
の
一

連
の
発
言
に
よ
っ
て
、
全
国
的
に
広
が
っ
て
い
た
維
新
の
会
へ
の
支
持
は
急
速
に
萎
ん
で
い
っ
た
。
同
年
六
月
の
東
京
都
議
会
議
員
選

挙
で
は
二
議
席
し
か
獲
得
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
七
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
も
九
議
席
し
か
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
都
構
想
に
と
っ
て
決
定
的
な
痛
手
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
の
堺
市
長
選
挙
で
の
維
新
の
会
の
公
認
候
補
の
敗

北
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
九
月
に
当
時
の
橋
下
府
知
事
の
絶
大
な
支
援
を
得
て
当
選
し
た
竹
山
修
身
市
長
は
、
そ
の
後
、
都
構
想
問

題
で
松
井
知
事
や
橋
下
市
長
と
対
立
し
た
結
果
、
維
新
の
会
の
公
認
候
補
と
選
挙
で
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
竹
山
市
長
は
、

自
民
党
や
民
主
党
、
公
明
党
な
ど
の
支
援
を
得
て
維
新
の
会
の
公
認
候
補
に
五
万
票
の
差
を
つ
け
て
再
選
を
果
た
し
た
（
朝
日
新
聞
大

阪
社
会
部
、
二
〇
一
五
、
九
八
─
九
九
頁
）。
以
後
、
堺
市
は
、
隣
接
九
市
と
と
も
に
大
阪
都
構
想
の
中
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
き
、
都

構
想
は
大
阪
市
の
廃
止
と
大
阪
市
域
内
で
の
特
別
区
の
設
置
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
維
新
の
会
の
勢
力
減
退
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
大
阪
府
議
会
で
の
維
新
の
会
の
議
席
の
過
半
数
割
れ
で
あ
る
。
二
〇
一

三
年
一
二
月
、
堺
市
、
和
泉
市
を
走
る
泉
北
高
速
鉄
道
の
運
営
会
社
「
大
阪
府
都
市
開
発
」
の
株
式
を
ア
メ
リ
カ
投
資
フ
ァ
ン
ド
へ
売

却
す
る
知
事
提
案
が
、
地
元
選
出
の
維
新
の
会
の
府
会
議
員
四
名
の
造
反
に
よ
っ
て
、
賛
成
五
一
対
反
対
五
三
で
府
議
会
本
会
議
に
お

い
て
否
決
さ
れ
て
し
ま
う
。
造
反
議
員
四
名
は
即
座
に
除
名
と
な
り
、
維
新
の
会
は
府
議
会
で
五
一
議
席
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
当
時

の
定
数
一
〇
九
、
欠
員
四
）。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
都
構
想
へ
の
賛
否
を
明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た
公
明
党
が
、
徐
々
に
都
構
想
反
対
を
鮮
明
に
打
ち
出
し

て
い
く
。
特
に
、
二
〇
一
三
年
九
月
の
堺
市
長
選
挙
で
の
維
新
の
会
の
敗
北
後
、
公
明
党
は
、
都
構
想
反
対
の
方
針
を
明
確
に
し
た
。

そ
の
象
徴
的
な
事
件
が
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
の
大
阪
市
議
会
の
議
長
選
出
で
あ
っ
た
。
維
新
の
会
出
身
で
あ
っ
た
大
阪
市
議
会
議
長

が
不
祥
事
で
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
る
と
、
一
九
議
席
を
有
す
る
第
二
会
派
の
公
明
党
は
、
民
主
系
会
派
と
共
産
党
な
ど
と
と
も
に
第
三
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会
派
の
自
民
党
出
身
の
市
会
議
員
を
議
長
に
推
挙
し
た
の
で
あ
る
。
定
数
八
六
の
大
阪
市
議
会
で
、
大
阪
維
新
の
会
は
当
時
三
二
議
席

を
占
め
る
最
大
会
派
で
あ
っ
た
が
、
過
半
数
の
議
席
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
阪
維
新
の
会
が
、
二
〇
一

五
年
四
月
の
大
阪
都
へ
の
移
行
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
公
明
党
の
支
持
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
明
党
は
自
民

党
や
そ
の
他
の
都
構
想
反
対
派
と
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
市
議
会
議
長
の
選
出
騒
動
以
後
、
自
民
党
や
公
明
党
な
ど
の
都
構

想
反
対
派
の
計
五
四
議
席
が
大
阪
維
新
の
会
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
特
別
区
設
置
に
関
す
る
協
定
書
を
作
成
す
る
法
定
協
議
会
は
、
維
新
の
会
八
名
、
公
明
党
四
名
、
自
民
党
三
名
、
民
主
系
会

派
二
名
、
共
産
党
一
名
と
い
う
会
派
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
議
決
権
の
な
い
会
長
（
維
新
の
会
出
身
の
浅
田
府
会
議
長
）
を
除
く
と
、

維
新
の
会
は
法
定
協
議
会
の
過
半
数
を
有
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
特
別
区
設
置
に
関
す
る
四
タ
イ
プ
の
区
割
り
案

の
中
か
ら
一
案
を
絞
り
込
む
と
い
う
維
新
の
会
の
提
案
は
、
二
〇
一
四
年
一
月
末
の
法
定
協
議
会
で
簡
単
に
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
て
、
公
明
党
が
都
構
想
反
対
に
回
っ
た
せ
い
で
、
維
新
の
会
は
二
〇
一
五
年
四
月
か
ら
の
新
制
度
へ
の
移
行
を
断
念
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
。

　

法
定
協
議
会
の
運
営
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
中
、
橋
下
市
長
は
、
突
如
、
出
直
し
市
長
選
挙
で
民
意
を
問
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

出
直
し
市
長
選
挙
で
勝
利
す
る
こ
と
で
、
民
意
を
背
景
に
都
構
想
を
前
進
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
民
党
、
公
明

党
、
民
主
党
、
共
産
党
は
「
大
義
が
な
い
」
と
し
て
候
補
を
擁
立
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
一
四
年
三
月
の
出
直
し
市
長
選
挙

は
橋
下
市
長
の
勝
利
に
終
わ
る
が
、
投
票
率
は
過
去
最
低
の
二
三
・
五
九
％
を
記
録
し
、
橋
下
市
長
の
得
票
数
も
、
初
当
選
時
の
約
半

分
の
約
三
八
万
票
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
橋
下
市
長
は
、
出
直
し
市
長
選
挙
で
「
信
任
を
得
た
と
堂
々
と
言
え
る
状
況
で
は
な
い
が
、
直
近
の
歴
代
市
長
よ
り
も

多
く
の
票
を
も
ら
っ
た
」
と
主
張
し
、
法
定
協
議
会
の
委
員
の
入
れ
替
え
を
強
行
し
て
維
新
の
会
の
委
員
が
過
半
数
を
占
め
る
よ
う
に



実証政治分析におけるポピュリズムと合理的選択制度論

（阪大法学）67（1-23）　 23 〔2017. 5 〕

し
た
（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
三
月
一
五
日
付
朝
刊
）。
そ
し
て
、
七
月
に
、
大
阪
市
を
廃
止
し
て
大
阪
市
域
内
に
五
特
別
区
を
設

置
す
る
案
（
五
区
分
割
案
）
を
法
定
協
議
会
で
承
認
さ
せ
た
上
で
、
九
月
に
は
総
務
大
臣
の
同
意
も
得
て
「
協
定
書
」
と
し
て
確
定
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
橋
下
市
長
率
い
る
大
阪
維
新
の
会
は
、
出
直
し
市
長
選
挙
や
法
定
協
議
会
の
強
引
な
委
員
の
入
れ
替
え
を
行
っ
て

よ
う
や
く
協
定
書
の
完
成
ま
で
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
、
苦
難
の
末
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
協
定
書
は
、
大
阪
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
で
自
民
党
、

公
明
党
な
ど
の
都
構
想
反
対
派
の
反
対
多
数
で
あ
っ
さ
り
と
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
両
議
会
で
の
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、

大
阪
都
構
想
は
誰
し
も
が
終
焉
を
迎
え
た
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
、
の
ち
に
判
明
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
橋
下
市
長
た
ち
は
、
全
く
あ

き
ら
め
て
い
な
か
っ
た
。

　

橋
下
市
長
た
ち
に
と
っ
て
一
気
に
局
面
を
打
開
す
る
出
来
事
と
な
っ
た
の
が
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
の
衆
議
院
総
選
挙
で
あ
る
。
大

阪
に
も
吹
き
付
け
る
解
散
風
は
、
大
阪
維
新
の
会
が
公
明
党
に
態
度
を
一
変
さ
せ
る
た
め
の
政
治
的
機
会
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　

解
散
風
が
吹
き
始
め
る
前
の
二
〇
一
四
年
六
月
末
に
、
す
で
に
日
本
維
新
の
会
の
大
阪
三
区
の
支
部
長
に
橋
下
市
長
、
大
阪
一
六
区

の
支
部
長
に
松
井
知
事
が
就
任
し
て
い
た
。
大
阪
三
区
は
公
明
党
の
佐
藤
茂
樹
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
で
あ
り
、
大
阪
一
六
区
は
同
党

の
北
側
一
雄
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
で
あ
る
。
松
井
知
事
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
二
年
の
衆
議
院
総
選
挙
で
は
都
構
想
へ
の
協
力
と
引
き

換
え
に
公
明
党
候
補
を
擁
立
し
て
い
た
大
阪
府
や
兵
庫
県
の
六
選
挙
区
で
は
支
援
を
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
明
党
が
都
構
想

反
対
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
た
め
、「（
都
構
想
に
協
力
す
る
と
い
う
）
約
束
を
破
ら
れ
た
の
で
、
こ
ち
ら
も
戦
う
と
い
う
意
思
表
示
」

と
し
て
衆
議
院
の
小
選
挙
区
の
支
部
長
に
橋
下
市
長
も
松
井
知
事
も
就
任
し
た
の
だ
と
い
う
。
た
だ
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
時
に

「（
二
人
が
実
際
に
）
選
挙
に
出
る
、
出
な
い
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
公
明
党
の
都
構
想
へ
の
協
力
次
第
で
は
衆
議
院
総
選
挙
に
二

人
と
も
出
馬
し
な
い
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
（『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
付
朝
刊
）。
公
明
党
の
出
方
次
第
で
は
維
新
の
会
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の
候
補
擁
立
は
取
り
下
げ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

解
散
風
が
吹
き
荒
れ
る
中
で
、
公
明
党
に
対
す
る
維
新
の
会
の
候
補
者
擁
立
の
脅
し
は
ま
す
ま
す
有
効
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
大

阪
維
新
の
会
は
、
か
つ
て
小
選
挙
区
の
議
席
が
全
滅
し
た
苦
い
経
験
を
も
つ
公
明
党
に
対
し
て
橋
下
市
長
や
松
井
知
事
の
小
選
挙
区
出

馬
の
脅
し
は
効
果
的
で
あ
っ
た
。
橋
下
市
長
た
ち
維
新
の
会
の
幹
部
た
ち
に
よ
る
公
明
党
批
判
は
、
秋
に
な
る
と
ま
す
ま
す
激
し
く
な

っ
て
い
っ
た
。
大
阪
市
内
の
街
頭
演
説
で
は
、
公
明
党
に
は
「
手
の
ひ
ら
を
返
さ
れ
、
許
せ
な
い
」
と
批
判
し
て
「
大
阪
都
構
想
実
現

の
た
め
、
公
明
党
の
議
席
を
奪
う
し
か
な
い
。
衆
院
選
に
勝
ち
、（
大
阪
市
長
・
知
事
の
）
ダ
ブ
ル
選
に
勝
つ
」
と
語
っ
て
い
た
。
た

だ
、
他
方
で
、
自
ら
の
衆
議
院
総
選
挙
へ
の
出
馬
に
つ
い
て
は
「
ま
だ
決
め
て
い
な
い
」
と
付
け
加
え
る
の
も
忘
れ
な
か
っ
た
（『
毎

日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
六
日
付
朝
刊
）。

　

結
局
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
、
橋
下
市
長
も
松
井
知
事
も
衆
議
院
総
選
挙
へ
の
不
出
馬
を
表
明
し
、
公
明
党
の
衆
議
院
議
員
の
地
元

小
選
挙
区
に
候
補
者
を
擁
立
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
橋
下
市
長
は
、「
こ
の
あ
と
の
展
開
、

こ
の
あ
と
の
結
果
を
見
て
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
て
い
た
（
朝
日
新
聞
大
阪
社
会
部
、
二
〇
一
五
、
一
六
二
頁
）。
当
時
、
橋
下
市
長
の

「
こ
の
あ
と
の
展
開
」
発
言
は
、
単
な
る
「
負
け
犬
の
遠
吠
え
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
公
明
党
大
阪
府
本
部
も
、
一
〇
月
府
議
会
お

よ
び
大
阪
市
議
会
で
協
定
書
を
葬
り
去
っ
た
段
階
で
、
明
確
な
都
構
想
反
対
派
で
あ
り
、
維
新
の
会
と
の
闘
い
を
決
断
し
て
い
た
。
同

党
大
阪
市
議
団
の
待
場
康
生
幹
事
長
も
、
出
馬
問
題
が
「
脅
し
に
使
わ
れ
た
。
妥
協
し
な
く
て
正
解
だ
っ
た
」
と
憤
り
を
隠
さ
ず
、

「
我
々
は
粛
々
と
戦
う
だ
け
だ
」
と
言
い
切
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
実
は
、
維
新
の
会
に
よ
る
「
脅
し
」
は
、
公
明
党
大
阪
府
本
部
に
は
対
し
て
で
は
な
く
、
公
明
党
の
支
持
団
体
の
創
価
学

会
に
対
し
て
水
面
下
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
脅
し
は
公
明
党
本
部
に
対
し
て
効
果
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。
読
売
新
聞
、
朝
日
新
聞

な
ど
の
各
紙
の
取
材
で
の
ち
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
、
菅
義
偉
官
房
長
官
の
仲
介
で
橋
下
市
長
た
ち
は
創
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価
学
会
の
選
挙
戦
略
を
担
当
す
る
副
会

長
と
極
秘
面
談
を
重
ね
て
い
た
。

　

維
新
の
党
は
、
都
構
想
の
停
滞
と
国

政
政
党
の
分
裂
で
党
勢
の
衰
退
が
指
摘

さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
比
例

区
の
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
全
体
で
約
二
二
〇

万
票
を
獲
得
し
、
大
阪
府
内
の
比
例
票

だ
け
で
約
一
一
四
万
票
を
獲
得
し
た
。

こ
の
結
果
は
、
公
明
党
幹
部
へ
の
脅
し

を
効
果
的
な
も
の
に
す
る
の
に
十
分
で

あ
っ
た
。

　

し
か
も
、
公
明
党
衆
議
院
議
員
の
選

挙
区
で
の
二
〇
一
一
年
の
ダ
ブ
ル
選
挙

で
の
橋
下
市
長
の
得
票
、
出
直
し
市
長

選
挙
で
の
橋
下
市
長
の
得
票
を
考
え
る

と
興
味
深
い
こ
と
が
わ
か
る
（
図
表
7

参
照
）。
大
阪
の
小
選
挙
区
で
、「
常
勝

関
西
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
公
明
党
候
補

（
11
）

図表 7　公明党衆議院議員の選挙区での橋下市長の得票

2014年総選挙で
の公明党候補者
の得票

2011年大阪市長
選挙での橋下市
長の得票

2014年大阪市長
選挙での橋下市
長の得票

大阪維新の会
支部長（2014
年 6 月表明、
11月設立）得票数 得票率 得票数 得票率 得票数 得票率

衆議院
大阪 3 区

（佐藤茂樹）

大正区 13,134 56.0％ 19,712 56.5％ 9,912 86.7％

橋下　徹
住吉区 27,698 56.2％ 43,115 56.4％ 16,013 83.3％

西成区 20,483 59.0％ 27,941 53.8％ 21,268 87.1％

住之江区 23,628 57.6％ 38,701 60.2％ 19,147 88.0％

衆議院
大阪 5 区

（國重 徹）

此花区 12,180 55.3％ 19,514 59.6％ 9,475 88.2％

西淀川区 17,575 54.3％ 26,547 57.5％ 12,427 87.3％

東淀川区 31,584 60.0％ 46,631 58.6％ 22,956 87.6％

淀川区 31,342 58.0％ 50,077 62.9％ 25,284 88.4％

衆議院
大阪 6 区

（伊佐進一）

旭区 16,199 48.0％ 26,175 54.5％ 13,685 86.6％

鶴見区 20,790 56.8％ 31,274 58.3％ 15,235 88.1％

守口市 30,706 57.4％

門真市 26,613 61.1％

衆議院大阪16区
（北側一雄）

堺市　堺区 24,788 43.3％

松井一郎堺市　東区 15,999 44.9％

堺市　北区 25,886 42.1％

［注］　「大阪維新の会の支部長」と書いているが、厳密にいえば、国政政党としては2014年9月に
「結いの党」と合流し、新たに「維新の党」を結党していた。2014年12月の衆議院総選挙も、
維新の党として戦っている。

［出典］　北村（2016b）。 
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は
、
実
は
僅
差
の
勝
利
を
収
め
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
二
〇
〇
九
年
総
選
挙

で
は
小
選
挙
区
で
の
立
候
補
者
六
名
は
全
員
落
選
の
憂
き
目
を
見
て
い
る
。

ま
た
、
公
明
党
支
持
者
の
中
で
も
、
府
知
事
選
挙
や
市
長
選
挙
な
ど
で
一
度

は
橋
下
市
長
に
投
票
し
た
有
権
者
も
少
な
く
な
い
。
橋
下
市
長
や
松
井
知
事

が
立
候
補
し
て
公
明
党
の
緩
や
か
な
支
持
者
を
引
き
は
が
せ
ば
、
公
明
党
の

現
職
の
衆
議
院
議
員
た
ち
の
再
選
は
危
う
い
の
で
あ
る
。
大
阪
で
絶
大
な
人

気
を
誇
る
橋
下
市
長
や
松
井
知
事
が
公
明
党
衆
議
院
議
員
の
小
選
挙
区
で
出

馬
す
る
こ
と
は
、
東
京
の
創
価
学
会
幹
部
に
対
し
て
は
十
分
有
効
な
脅
し
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
公
明
党
衆
議
院
議
員
の
小
選
挙
区
か
ら
橋
下
市
長
と
松
井

知
事
た
ち
が
出
馬
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
公
明
党
に
と
っ
て
は
十

分
な
「
利
益
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
公
明
党
で
は
「
出
た
い
人
よ

り
出
し
た
い
人
」
を
擁
立
す
る
と
い
う
候
補
者
選
定
の
暗
黙
の
原
則
が
あ
り
、

候
補
者
選
定
か
ら
選
挙
戦
略
も
含
め
て
創
価
学
会
が
主
導
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
結
果
、
政
治
的
な
駆
け
引
き
を
苦
手
と
し
て
い
る
議
員
が
多
い
と
い
う

（
薬
師
寺
、
二
〇
一
六
、
二
四
五
頁
、
二
五
六
頁
）。
創
価
学
会
の
決
定
が

の
ち
に
公
明
党
本
部
に
伝
達
さ
れ
、
事
情
を
与
り
知
ら
な
い
本
部
の
幹
部
た

ち
が
絶
句
し
な
が
ら
も
国
政
の
場
で
の
勢
力
維
持
の
観
点
か
ら
受
容
し
た
こ

図表 8　2014年12月の公明党の方針転換

協定書への賛成要求

大阪維新の会大阪維新の会

公明党公明党

大阪維新の会大阪維新の会

受容

拒否

断念

要求せず

対立候補擁立

（1‒K2，K2）

（1‒K1，K1）

（1‒K3，K3）

（1‒K4，K4）

（1‒Kn，Kn）=（Revolutionalists’ Pay-off, New Komeito’s Pay-off）　K4＞K3＞K2＞K1
利得は、（大阪維新の会の利得、公明党の利得）という表記になっている。
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と
も
、
組
織
の
特
徴
を
考
え
れ
ば
十
分
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
橋
下
市
長
や
松
井
知
事
と
い
っ
た
維
新
の
会
の
幹
部
た
ち
も
、

公
明
党
の
組
織
的
特
徴
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
、
創
価
学
会
に
話
を
持
ち
込
む
こ
と
で
公
明
党
本
部
に
ま
ず
は
脅
し
を
か
け
、
都
構

想
支
持
へ
の
方
針
転
換
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
（
図
表
8
参
照
）。

　

二
〇
一
四
年
一
二
月
末
、
公
明
党
本
部
や
創
価
学
会
の
幹
部
か
ら
公
明
党
大
阪
府
本
部
関
係
者
に
対
し
て
、
維
新
の
会
の
要
求
を
受

け
入
れ
て
、
協
定
書
へ
大
阪
府
議
会
お
よ
び
大
阪
市
議
会
で
賛
成
す
る
決
定
（1-K

2 , K
2

）
が
通
知
さ
れ
る
。
府
本
部
代
表
や
府
議
会
、

市
議
会
の
公
明
党
議
員
た
ち
は
猛
反
発
す
る
が
、「（
大
阪
・
兵
庫
の
小
選
挙
区
で
六
議
席
を
す
べ
て
失
っ
た
）
二
〇
〇
九
年
の
衆
院
選

の
時
は
み
ん
な
悲
し
い
思
い
を
し
た
。
も
う
一
度
、
あ
ん
な
思
い
を
学
会
員
た
ち
に
さ
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
創
価
学
会
幹
部
は
諭

し
、
府
本
部
も
引
き
下
が
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
（
朝
日
新
聞
大
阪
社
会
部
、
二
〇
一
五
、
一
六
六
頁
）。
自
民
党
と
と
も
に

大
阪
維
新
の
会
と
激
し
く
対
立
し
て
き
た
公
明
党
大
阪
府
本
部
は
、
こ
こ
で
都
構
想
反
対
の
戦
陣
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

公
明
党
の
方
針
転
換
に
よ
っ
て
、
急
転
直
下
で
都
構
想
は
動
き
出
す
。
否
決
さ
れ
て
い
た
五
特
別
区
設
置
の
協
定
書
は
二
〇
一
五
年

一
月
に
再
び
法
定
協
議
会
に
て
可
決
さ
れ
、
大
阪
市
議
会
、
大
阪
府
議
会
に
再
提
案
さ
れ
た
。
大
阪
府
民
も
大
阪
市
民
も
一
様
に
絶
句

す
る
中
、
協
定
書
は
三
月
の
大
阪
市
議
会
そ
し
て
府
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。

　

維
新
の
会
は
、
勢
い
を
取
り
戻
し
、
二
〇
一
五
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
で
、
府
議
会
、
大
阪
市
議
会
、
堺
市
議
会
の
い
ず
れ
に
お

い
て
も
、
議
席
の
過
半
数
ま
で
に
は
到
達
し
な
い
が
議
会
内
の
最
大
会
派
の
地
位
を
死
守
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
つ
ま
り
、
さ
ら
な

る
支
持
拡
大
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
阪
で
は
確
固
と
し
た
勢
力
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
民
主
党
系

の
会
派
は
ほ
ぼ
壊
滅
し
、
都
構
想
反
対
派
の
一
角
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
。

　

こ
う
し
て
、
大
阪
維
新
の
会
は
、
幾
多
の
政
治
的
困
難
を
乗
り
越
え
て
協
定
書
を
ま
と
め
上
げ
、
最
終
的
に
日
本
政
治
史
上
最
大
と

も
言
わ
れ
る
住
民
投
票
に
持
ち
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
。
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
の
成
立
時
点
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
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あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
五
年
五
月
の
住
民
投
票
の
結
果
、
特
別
区
設
置

に
関
す
る
協
定
書
は
、
賛
成
六
九
万
四
、
八
四
四
票
（
得
票
率
四
九
・

六
％
）、
反
対
七
〇
万
五
、
五
八
五
票
（
同
五
〇
・
四
％
）
で
否
決
さ
れ
て

し
ま
っ
た
（
投
票
率
六
六
・
八
三
％
）。
わ
ず
か
一
万
七
四
一
票
の
差
（
総

得
票
率
中
〇
・
八
％
）
で
あ
っ
た
。
結
果
判
明
直
後
、
橋
下
市
長
は
「
悔
い

は
な
い
」
と
爽
や
か
に
述
べ
て
、
市
長
任
期
の
終
わ
る
一
二
月
で
の
政
界
引

退
を
発
表
し
た
。

⑶　

攻
守
交
代　

─
─
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
大
阪
維
新
の
会
─
─

　

住
民
投
票
で
の
協
定
書
否
決
の
後
、
主
導
権
は
自
民
党
に
移
っ
た
。
自
民

党
が
新
た
に
現
状
改
革
を
提
案
す
る
挑
戦
者
と
な
り
、
大
阪
府
知
事
、
大
阪

市
長
を
押
さ
え
て
い
る
維
新
の
会
が
自
民
党
の
提
案
を
左
右
す
る
拒
否
権
プ

レ
イ
ヤ
ー
と
な
る
（
図
表
9
参
照
）。

　

都
構
想
反
対
を
主
導
し
て
き
た
自
民
党
は
、
大
阪
府
、
大
阪
市
を
存
続
さ

せ
た
上
で
「
大
阪
戦
略
調
整
会
議
（「
大
阪
会
議
」）」
を
発
足
さ
せ
、
大
阪

の
課
題
と
対
応
策
を
話
し
合
う
こ
と
を
提
唱
し
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
自
民

党
が
提
唱
し
た
「
大
阪
会
議
」
こ
そ
が
、
住
民
投
票
で
僅
差
の
敗
北
を
喫
し

た
維
新
の
会
の
再
浮
上
の
た
め
の
政
治
的
機
会
構
造
と
な
っ
て
い
く
。
維
新

図表 9　攻守交代

現行法制下での改革
提案

自民党自民党

大阪維新の会大阪維新の会

自民党自民党

受容

拒否

断念

要求せず

対立候補擁立

（1‒R1，R1）

（1‒R4，R4）

（1‒R3，R3）

（1‒R2，R2）

（1‒Rn，Rn）=（LDP’ Pay-off, Revolutionalists’ Pay-off）　R4＞R3＞R2＞R1
利得は、（自民党の利得、大阪維新の会の利得）という表記になっている。
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の
会
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
の
府
知
事
、
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
を
念
頭
に
置
い
て
、
大
阪
会
議
を
徹
底
的
に
利
用
し
て
い
く
。

　

も
し
、
維
新
の
会
が
自
民
党
に
協
力
し
て
、
大
阪
が
直
面
す
る
課
題
を
既
存
の
統
治
構
造
の
中
で
話
し
合
い
に
よ
っ
て
解
決
し
た
と

す
れ
ば
、
都
構
想
を
唱
え
た
維
新
の
会
の
政
策
は
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
自
ら
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
ダ
ブ
ル
選
挙
で
の
勝
利
を

念
頭
に
置
い
て
い
る
維
新
の
会
に
と
っ
て
、
大
阪
会
議
で
の
自
民
党
の
課
題
解
決
の
提
案
を
受
容
す
る
こ
と
は
政
治
的
な
自
殺
行
為

（1-R
1 , R

1

）
で
あ
る
。
逆
に
、
維
新
の
会
に
と
っ
て
、
住
民
投
票
で
勝
利
し
た
自
民
党
へ
の
攻
撃
と
し
て
最
も
効
果
的
な
対
応
は
、

大
阪
会
議
を
設
置
さ
せ
た
上
で
、
そ
れ
が
機
能
し
な
い
こ
と
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
会
議
の
設
置
は
認
め
た
上
で
、

議
論
の
入
口
で
会
議
を
機
能
不
全
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
議
論
に
入
っ
た
と
し
て
も
途
中
で
機
能
不
全
に
す
れ
ば
い
い
こ
と
に
な
る
。

自
民
党
の
現
状
変
更
の
要
求
が
「
有
効
な
脅
し
」
を
伴
っ
て
い
な
い
場
合
、
大
阪
会
議
の
設
置
以
降
、
府
知
事
と
市
長
を
押
さ
え
て
拒

否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
維
新
の
会
は
自
分
の
望
む
帰
結
を
自
ら
実
現
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
。
自
民
党
が
対
立
候
補
を
擁
立
す
れ
ば

再
び
都
構
想
を
争
点
化
で
き
る
こ
と
（1-R

4 , R
4

）
に
な
る
が
、
も
し
自
民
党
が
断
念
し
て
も
、
と
り
あ
え
ず
機
能
不
全
を
印
象
付
け

る
こ
と
（1-R

3 , R
3

）
が
で
き
る
結
果
と
な
る
。
皮
肉
に
も
自
民
党
は
何
も
し
な
い
こ
と
が
合
理
的
な
帰
結
（1-R

2 , R
2

）
に
至
る
選

択
と
な
る
。

　

大
阪
維
新
の
会
は
、
攻
守
交
代
後
の
政
治
ゲ
ー
ム
の
構
造
を
十
分
に
理
解
し
て
自
民
党
へ
合
理
的
な
対
応
を
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、

自
民
党
は
自
滅
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
六
月
二
日
、
自
民
党
の
大
阪
会
議
設
置
案
に
対
し
て
、
松
井
一
郎
府
知
事
が
所

属
の
府
会
議
員
、
市
会
議
員
に
賛
成
を
指
示
す
る
。
六
月
一
八
日
の
定
例
会
見
で
橋
下
市
長
も
、「
妨
害
は
し
な
い
。
で
も
、
う
ま
く

い
く
わ
け
が
な
い
」
と
発
言
し
、
ま
た
、
維
新
の
会
の
府
議
も
「
大
阪
会
議
は
ど
う
せ
う
ま
く
い
か
な
い
。
さ
っ
さ
と
設
置
さ
せ
、
欠

点
を
あ
ぶ
り
出
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
読
売
新
聞
同
年
六
月
二
一
日
付
朝
刊
）。

　

こ
う
し
て
、
大
阪
維
新
の
会
は
、
自
民
党
が
提
唱
し
て
い
た
大
阪
会
議
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
自
民
党
は
、
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現
行
制
度
の
下
で
の
大
阪
の
振
興
策
を
打
ち
出
そ
う
と
す
る
が
、
結
局
、
振
興
策
を
提
案
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
有
権
者
の
間
で
は
、
議
論
の
入
口
で
躓
い
て
い
る
大
阪
会
議
に
幻
滅
感
が
広
が
り
、
橋
下
市
長
の
「
ポ
ン
コ
ツ
会
議
」
と
い
う
言

葉
が
真
実
味
を
帯
び
て
い
っ
た
。
僅
差
で
葬
り
去
ら
れ
た
都
構
想
へ
の
「
ふ
わ
っ
と
し
た
期
待
」
が
再
び
高
ま
っ
て
い
く
。

　

住
民
投
票
に
勝
利
し
た
自
民
党
の
側
に
も
確
か
に
維
新
の
会
の
再
浮
上
に
つ
な
が
る
楽
観
的
な
態
度
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

橋
下
市
長
が
引
退
を
表
明
し
て
い
る
以
上
、
大
阪
維
新
の
会
は
も
は
や
敵
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
大
阪
府

知
事
選
挙
で
は
、
松
井
知
事
の
再
選
は
あ
り
え
て
も
、
大
阪
市
長
選
挙
で
は
都
構
想
反
対
運
動
の
中
心
で
あ
っ
た
自
民
党
大
阪
市
議
団

幹
事
長
の
柳
本
顕
市
会
議
員
の
当
選
に
つ
い
て
は
安
心
感
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
に
は
、
す
で
に
大
阪
で
は
政
治
が
維
新
の
会
と
そ
れ
以
外
と
い
う
形
で
両
極
化
し
て
い
る
以
上
、
大
阪
市
内
で
維
新

の
会
の
松
井
知
事
に
投
票
し
た
有
権
者
が
、
自
民
党
や
都
構
想
反
対
派
の
柳
本
市
会
議
員
に
投
票
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
、

維
新
の
会
は
、
都
構
想
に
ア
レ
ル
ギ
ー
を
も
つ
有
権
者
を
引
き
寄
せ
る
た
め
に
、
都
構
想
を
選
挙
公
約
の
ト
ッ
プ
に
掲
げ
る
こ
と
は
せ

ず
、
公
約
の
片
隅
に
再
度
議
論
す
る
可
能
性
を
示
す
に
と
ど
め
た
。

　

自
民
党
の
稚
拙
な
攻
め
方
と
大
阪
維
新
の
会
の
巧
み
な
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
結
果
、
大
阪
維
新
の
会
は
、「
大
阪
の
先
行
き
に
不

安
は
あ
る
が
、
都
構
想
に
も
ア
レ
ル
ギ
ー
を
も
つ
有
権
者
」
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
く
。
加
え
て
、
安
保
法
制
で
激
突

し
て
い
た
自
民
党
と
共
産
党
と
の
事
実
上
の
都
構
想
反
対
の
共
闘
を
「
野
合
」
と
批
判
し
て
、
自
民
党
の
中
の
保
守
層
へ
の
ア
ピ
ー
ル

も
忘
れ
な
か
っ
た
。

　

二
〇
一
五
年
一
一
月
二
二
日
、
大
阪
府
知
事
選
挙
と
大
阪
市
長
選
挙
で
は
、
大
阪
維
新
の
会
が
擁
立
し
た
現
職
の
松
井
一
郎
と
新
人

の
吉
村
洋
文
（
元
衆
議
院
議
員
）
が
自
民
党
の
候
補
に
圧
倒
的
な
差
を
つ
け
て
ダ
ブ
ル
当
選
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
当
選
直
後
、
両

氏
と
も
に
、
大
阪
都
構
想
を
再
度
推
進
す
る
こ
と
を
突
如
表
明
し
、
議
論
を
振
り
出
し
に
戻
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

（
12
）
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四　

結　
　

語

　

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
世
界
的
に
注
目
さ
れ
て

い
る
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
（Populism

）」
と
既
存
の
合
理
的
選
択
制
度
論
の
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
現
実
政
治
の
理
解
に
有
効
で
あ

る
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。

　

大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
は
、
実
証
的
な
政
治
分
析
に
お
い
て
は
特
定
の
政
治
家
の
ポ
ピ
ュ
リ

ス
ト
的
才
能
や
個
性
を
強
調
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
用
い
る
必
要
性
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
合
理
的
な
政
治
的
プ
レ

イ
ヤ
ー
の
相
互
作
用
で
政
治
過
程
を
説
明
す
る
合
理
的
選
択
制
度
論
、
特
に
ア
ナ
リ
テ
ィ
ッ
ク
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ズ
（A

nalytic N
ar-

ratives

）
の
よ
う
に
、
検
証
可
能
な
形
で
仮
説
を
示
し
、
特
定
の
政
治
家
が
主
導
し
た
政
治
過
程
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
分
析
上
の
意
味
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
実
証
的
な
政
治
分
析
に
適
用
す
る
の
が
困
難
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
敢
え
て
用
い
な

く
て
も
、
政
治
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
合
理
性
を
前
提
と
し
て
、
政
治
的
プ
レ
イ
ヤ
ー
間
の
ゲ
ー
ム
か
ら
政
治
的
帰
結
を
説
明
す
る
と
い
う

合
理
的
選
択
制
度
論
で
、
特
異
と
い
わ
れ
る
近
年
の
政
治
現
象
も
十
分
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
阪
都
構
想
の
推
進
に
は
、
日
本
に
お
け
る
典
型
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
ひ
と
り
と
言
わ
れ
る
橋
下
徹
と
彼
が
率
い
る
大
阪
維
新
の

会
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
や
解
説
に
お
い
て
も
、
都
構
想
は
、
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
の

舌
鋒
の
鋭
さ
と
咄
嗟
の
反
応
の
よ
さ
で
人
気
を
博
し
た
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
出
身
の
橋
下
を
「
改
革
派
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
」
と
位
置
付
け
て
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
巧
み
な
操
縦
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
き
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
と
は
い
え
、
大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
で

は
、
大
阪
維
新
の
会
が
勢
い
づ
く
と
き
に
進
展
す
る
が
、
反
対
派
の
前
に
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
あ

ま
り
に
劇
的
に
変
化
す
る
政
治
過
程
は
、
既
存
の
理
論
で
は
一
貫
し
た
説
明
が
難
し
く
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
し
て
実
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証
分
析
に
適
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
概
念
操
作
が
難
し
く
、
実
証
分
析
へ
の
適
用
に
も
問
題
が
あ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
を
用
い
な
く
て
も
、
都
構
想
を
推
進

す
る
維
新
の
会
の
対
応
は
、
合
理
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
、
大
阪
維
新
の
会
を
中
心
と
し
た
都
構
想
推
進

派
が
有
権
者
の
閉
塞
感
に
乗
っ
て
橋
下
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
駆
使
し
て
勢
力
を
拡
大
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
決
し
て
「
ふ
わ

っ
と
し
た
民
意
」
だ
け
を
頼
り
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
政
治
的
な
苦
境
に
何
度
も
陥
り
な
が
ら
も
、
政
治
的
な
戦
略

に
よ
っ
て
見
事
に
乗
り
越
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
橋
下
の
個
人
的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
経
歴
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
、
実
は
彼
が
都

構
想
を
推
進
で
き
た
原
因
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
彼
を
中
心
と
し
た
政
治
過
程
の
特
徴
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

着
手
す
ら
不
可
能
と
言
わ
れ
た
大
阪
都
構
想
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
橋
下
は
、「
有
効
な
脅
し
（credible threats

）」
を
活

用
し
て
、
ま
ず
は
大
都
市
地
域
特
別
区
設
置
法
を
二
〇
一
二
年
に
民
主
党
内
閣
の
下
で
実
現
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
二
〇
一
四
年
末
に

は
公
明
党
を
動
か
し
て
二
〇
一
五
年
の
住
民
投
票
に
持
ち
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
。
都
構
想
移
行
の
最
後
の
手
続
き
で
あ
る
住
民
投
票

で
は
僅
差
で
否
決
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
再
び
橋
下
率
い
る
維
新
の
会
は
自
民
党
を
封
じ
込
め
て
同
年
の
大
阪
府
知
事
、
大
阪
市
長
の

ダ
ブ
ル
選
挙
で
大
勝
し
た
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
現
状
の
変
革
を
目
指
す
挑
戦
者
が
、「
現
状
維
持
か
、
変
革
か
」
を
左
右
す
る
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
動
か

す
た
め
に
「
有
効
な
脅
し
」
を
う
ま
く
活
用
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
重
要
と
な
る
。
一
般
的
に
、
挑
戦
者
は
、
う
ま
く
相
手
の

利
得
に
影
響
を
与
え
る
形
で
利
益
供
与
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
あ
る
い
は
脅
し
が
行
使
で
き
た
場
合
に
の
み
、
現
状
変
革
を
勝
ち
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
維
新
の
会
は
、
う
ま
く
有
効
な
脅
し
を
行
使
し
、
の
ち
に
自
民
党
は
行
使
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
的
な
説
明
を
あ
え
て
用
い
な
く
と
も
政
治
過
程
の
説
明
は
可
能
で
あ
る
。
も
し
、
橋
下
徹
の
天
才
的
な
能
力
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
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自
分
の
置
か
れ
た
立
場
で
の
合
理
性
を
誤
る
こ
と
な
く
追
求
し
た
点
に
あ
る
。

　

確
か
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
説
明
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
虚
実
織
り
交
ぜ
た
極
端
な
主
張
を
展
開
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
な
指
導

者
が
政
治
過
程
に
登
場
し
て
有
権
者
が
拍
手
喝
采
す
る
現
象
や
、
民
意
を
体
現
し
た
正
義
と
自
認
し
て
い
る
彼
ら
が
政
策
決
定
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
で
実
際
に
社
会
に
深
い
政
治
的
亀
裂
や
排
外
主
義
的
な
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
連
の

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
な
事
象
を
「
特
殊
な
現
象
」
と
し
て
学
問
的
に
も
特
殊
に
扱
う
こ
と
で
は
、
何
も
解
明
し
て
い
な
い
に
等
し
い
。
既

存
の
普
遍
的
な
学
問
的
概
念
や
確
立
し
た
分
析
手
法
で
ど
こ
ま
で
理
論
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
既
存
の
政
治
学
の
概
念
や
分
析
手
法
で
説
明
で
き
な
い
事
象
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
に
つ
い
て
の
新
た
な
分
析
手
法
や
概
念
の
厳
密
化
を
試
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
少
な
く
と
も
、
日
本
で
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の

事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
大
阪
都
構
想
を
め
ぐ
る
大
阪
維
新
の
会
を
中
心
と
し
た
政
治
過
程
は
、
既
存
の
概
念
や
分
析
手
法
で
十

分
に
説
明
可
能
な
事
象
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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分
析
の
焦
点
を
当
て
る
大
阪
都
構
想
を
推
進
し
た
党
派
の
名
称
は
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
間
に
何
度
か
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。

二
〇
一
二
年
の
国
政
政
党
と
し
て
の
「
日
本
維
新
の
会
」
の
結
成
や
、
そ
の
後
の
二
〇
一
四
年
の
分
裂
に
よ
る
「
維
新
の
党
」
の
結
成
、
そ
し
て

さ
ら
に
そ
の
後
の
二
〇
一
五
年
の
「
お
お
さ
か
維
新
の
会
」
の
結
成
に
至
っ
て
い
る
が
、
大
阪
に
お
け
る
政
治
過
程
を
分
析
す
る
本
稿
で
は
、
全

体
を
通
じ
て
「
大
阪
維
新
の
会
（「
維
新
の
会
」）」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
大
阪
維
新
の
会
の
最
重
要
政
策
で
あ
る
「
大
阪
都
構
想
」
に

つ
い
て
も
、
内
容
が
時
期
に
よ
っ
て
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
が
、
す
べ
て
ま
と
め
て
「
大
阪
都
構
想
（「
都
構
想
」）」
と
一
括
り
に
し
て
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。

詳
細
な
点
に
つ
い
て
は
、
北
村
（
二
〇
一
六
ｂ
）
を
参
照
の
こ
と
。

過
剰
な
サ
ー
ヴ
ィ
ス
や
根
拠
の
な
い
夢
を
ば
ら
ま
く
「
ば
ら
ま
き
型
（
迎
合
型
）
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
、
人
民
の
敵
で
あ
る
集
団
や
制
度
を

指
摘
し
、
攻
撃
す
る
「
攻
撃
型
（
扇
動
型
）
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
区
分
も
、
ほ
ぼ
同
じ
区
分
だ
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
（
村
上
、
二
〇
一

四
、
一
〇
六
頁
）。

な
お
、
二
〇
一
一
年
の
大
阪
府
知
事
、
大
阪
市
長
の
ダ
ブ
ル
選
挙
で
の
有
権
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
利
用
頻
度
、
中
間

団
体
へ
の
所
属
、
新
自
由
主
義
的
政
策
選
好
、
愛
国
心
・
排
外
主
義
的
志
向
と
い
う
四
つ
の
変
数
群
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
議
論

は
実
証
的
な
根
拠
が
乏
し
い
と
い
う
（
善
教
・
石
橋
・
坂
本
、
二
〇
一
二
ａ
お
よ
び
二
〇
一
二
ｂ
）。

「
戦
略
的
争
点
操
作
（heresthetics

）」
と
は
、
一
次
元
の
争
点
空
間
を
二
次
元
化
し
て
有
権
者
の
メ
デ
ィ
ア
ン
を
破
壊
し
た
り
、
逆
に
、

二
次
元
の
争
点
空
間
を
一
次
元
化
し
て
メ
デ
ィ
ア
ン
を
作
り
出
し
た
り
し
て
、
政
策
決
定
者
が
自
ら
の
地
位
を
維
持
し
な
が
ら
も
望
む
帰
結
を
得

よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
（Riker, 1986; M

cLean, 2001; Shepsle, 2003

）。
増
税
に
反
対
す
る
有
権
者
を
前
に
、
増
税
を
行
い
な
が
ら
も
自

（
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（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）
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ら
の
再
選
可
能
性
を
下
げ
な
い
知
事
の
行
動
も
そ
の
一
例
で
あ
る
（
北
村
、
二
〇
〇
四
）。

確
か
に
、
政
策
決
定
者
の
個
性
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
共
通
認
識
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
分
析
手
法
は
、
選
挙
制
度
な
ど

の
政
治
制
度
が
議
員
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
を
研
究
す
る
領
域
な
ど
と
比
較
し
て
、
理
論
的
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
お
世
辞
に
も
流

行
分
野
と
は
言
え
な
い
。
ま
さ
に
、
政
策
決
定
者
の
個
性
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
分
析
に
取
り
入
れ
て
い
く
の
か
が
大
き
な
課
題
で

あ
る
。こ

こ
で
い
う
「
挑
戦
者
」
は
、
現
状
変
化
を
提
案
す
る
政
策
企
業
家
的
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
（policy entrepreneurs / change agents

）
の

ひ
と
つ
で
あ
る
（M

ahoney and T
helen, 2010

）。
な
お
、
ツ
ェ
ベ
リ
ス
の
研
究
の
中
で
も
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
突
き
つ
け
る
政
治
的
ア
ク
タ
ー

に
対
し
て
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
受
容
す
る
の
か
拒
否
す
る
の
か
を
決
め
る
と
い
う
単
純
な
ゲ
ー
ム
の
場
合
、
前
者
が
有
利
に
立
つ
こ
と
を
、
無

差
別
曲
線
を
用
い
て
示
し
て
い
る
（T

sebelis, 2002, pp. 33-37

）。

一
般
的
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
「
有
効
性
」
問
題
は
、
取
引
に
時
間
差
が
あ
る
以
上
、
ど
う
し
て
も
発
生
す
る
問
題
で
あ
る
（Cox, 2016

）。

具
体
的
な
方
法
論
の
検
討
に
つ
い
て
の
紹
介
は
、
北
村
（
二
〇
一
六
ａ
）
を
参
照
の
こ
と
。

実
際
に
、
民
主
党
が
票
を
減
ら
せ
ば
、
維
新
の
会
が
票
を
増
や
す
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
後
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
村
上
、
二
〇
一

五
、
八
九
頁
）。

さ
ら
に
、
大
阪
の
政
治
行
政
を
独
自
に
取
材
さ
れ
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
吉
富
有
治
氏
か
ら
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
謝

意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
同
氏
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
吉
富
（
二
〇
一
一
）
を
参
照
の
こ
と
。

選
挙
制
度
の
違
い
か
ら
大
阪
市
域
内
で
は
維
新
の
会
の
事
実
上
の
一
党
優
位
体
制
が
確
立
し
て
い
た
と
い
う
。
詳
細
は
、
砂
原
（
二
〇
一

六
）
を
参
照
の
こ
と
。
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